
 

 

 

 

 

 

武蔵野市まちづくり条例の一部を改正する条例案について 

 

 

 

 

 

 

 

条例の一部を改正する条例案に対する意見を募集します。 

 

■意見募集期限  令和６年 10 月１日～令和６年 10月 15 日（必着） 

■意見募集の方法 お名前、ご住所を明記の上、期間内に以下のいずれかの方法 

        でご応募ください。 

（1） 郵送     〒180-8777 東京都武蔵野市緑町 2-2-28 まちづくり推進課 

   （2） ファクス    0422-51-9250 

    （3） Ｅメール    sec-machidukuri@city.musashino.lg.jp 

 

【問合せ先】都市整備部まちづくり推進課   

TEL:0422-60-1873（直通）  

 

 

 

 

令和６年 10 月 

武蔵野市 
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１．武蔵野市まちづくり条例制定の経過 

  武蔵野市では、全国に先駆けて昭和 46 年に「武蔵野市宅地開発等に関する指導要

綱」を制定し、民間事業者の協力も得ながら、建築物の周囲への空地の確保や緑化等

による良好な住環境の保全、創出に取り組んできました。 

平成 12 年策定の都市計画マスタープランでは、多様な主体による協働のまちづく

りを推進するためのまちづくり条例の必要性が示されました。一方、指導要綱に基づ

く行政指導の在り方を見直す社会的な動向もありました。 

そこで、「武蔵野市宅地開発等に関する指導要綱」の基準や手続を見直し、都市計

画やまちづくりにおける住民参加の仕組みと、開発事業等の調整の仕組みを定めた

「武蔵野市まちづくり条例」を平成 20 年９月に制定しました。この条例は、平成 21

年４月から施行し、新たなまちづくりのルールとして活用することで、市民、事業者、

市が協力し合ってまちづくりを進めています。 

 

 

２．今回の条例の見直しについて 

    前回の条例改正は、平成 29 年に比較的大きく行われ、景観ガイドラインの策定や

環境基本計画の改定等に伴い景観及び環境配慮に関する協議基準の新設、見直しを行

うとともに、これらに関連したまちづくりへの住民参加の新たな枠組みをつくるなど、

市民、事業者、市の協働によるまちづくりの一層の充実を図ってきました。 

    一方で「まちづくり条例」の付則には条例見直しの規定があります。前回の改正か

ら５年以上が経過しており、市ではこの間、景観や近隣調整等まちづくりに関わる課

題が浮き彫りになりました。今回、日頃運用上の課題となっている部分や社会情勢の

変化による新たな市民のニーズを踏まえ一部条項の修正を行います。 

    特に同伴型ホテル等については、これらの施設の新設情報を早い段階でつかむこと

ができるよう、本条例に武蔵野市旅館業者の責務等に関する条例を紐づけます。 
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３．条例改正（案）の主な内容 

分類 見直し事項 現行条例 改正点 改正の理由 
関連条

項 

開
発
事
業
の
手
続
き 

①近隣関

係住民の

定義 

開発区域の境界線から

20 メートル若しくは

当該建築物の高さの２

倍に相当する距離のい

ずれか長い水平距離の

範囲内に居住している

者等 

 

現行の対象に「その他

交通環境の変化等によ

り市長が特に関係があ

ると認める者」を追加 

計画の内容に応じ

て、影響を受ける

住民の範囲を例外

的に設定できるよ

うにするため 

第２条 

第１項 

②協議申

請提出の

要件 

最速では以下に掲げる

日以降に協議申請が提

出可能となる。 

・説明会が行われた日

の翌日から起算して２

週間を経過した日 

 

 

・第 50 条第 1号およ

び第２号に規定する開

発事業（基本計画にお

ける意見書・見解書免

除の事業）の協議申請

については、近隣関係

住民説明会報告書提出

後２週間を待たずして

可能とする。 

・同条第３号の開発事

業（基本構想および基

本計画における景観に

関する事前協議・近隣

関係住民説明会・意見

書・見解書が免除の事

業）については、標識

設置後２週間で可能と

する。 

 

・手続期間の緩和 

 

 

 

 

 

 

 

・条文整合のため 

第46条 

第３項 

③特定事

業協議申

請の要件 

 

規則で定める手続（建

築確認申請等）の 30

日前までに行わなけれ

ばならない。 

 

 

 

 

 

規則で定める手続（建

築確認申請等）の 15

日前までに変更する。 

手続に要する期間

の実態に合わせる

ため 

第50条

の２ 

第３項 
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公
共
施
設
等
の
整
備
の
基
準 

④開発行

為の際の

区域に接

する道路

のセット

バックに

ついて 

ただし、当該開発区域

の周辺の道路の状況に

よりやむを得ない事由

があると市長が認める

ときは適用しない。 

ただし書に、「開発行

為の目的が質の変更等

であるなど、特に必要

がないと市長が認める

場合」適用しない旨を

追加 

 

地目変更や道路廃

止のみによる開発

行為の場合、セッ

トバックの必要性

が低いケースがあ

り、これに対応す

るため 

第51条 

別表第１ 

１の部

（１） 

⑤公共用

地等 

住戸数が 45 戸以上と

なる開発事業を行う場

合は、規定の計算によ

り得られた数値の公共

用地等を設置する。 

・集合住宅のうち老人

ホーム等や寄宿舎にも

一定の設置義務を課

す。 

・特定集合住宅等にお

ける公共用地等の適用

対象を 45戸以上から

55 戸（室）以上の計

画の場合とする（計算

式は変更なし）。 

・共同住宅や長屋

との不均衡を軽減

するため 

 

・計画戸（室）数

44 と 45 を境に歩

道状空地から公共

用地等に設置義務

が切り替わり、そ

の拠出面積に大き

な差が生じるた

め、これを軽減す

る。 

 

第51条 

別表第１ 

４の部 

⑥歩道状

空地、公

共用地等

の設置基

準 

住戸数が 45 戸以上と

なる開発事業以外の開

発事業を行う場合は、

歩道状空地を設置する

よう努める。 

⑤の変更に合わせて、

歩道状空地適用除外の

開発事業を、住宅の戸

数 45 以上から 55 以上

に引き上げる。これに

より、歩道状空地の設

置努力義務は 54戸

（室）までとなる。 

 

同上 第51条 

別表第１ 

３の部 

⑦公益的 

施設の設 

置協議に

ついて 

特定集合住宅等で 100

戸以上の計画の際に市

長から保育所等の公益

的施設の設置について

の協議を求められたと

きは、これに応じなけ

ればならない。 

対象を特定集合住宅等

100 戸以上から大規模

開発事業とし、保育所

等の例示を削除する。 

保育所等が充足し

ている昨今にあっ

ては、保育所以外

にも求める施設が

多種想定されるこ

とから、市の意向

を広く示しやすく

するため 

 

 

 

第51条 

別表第１ 

６の部 
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施
設
の
整
備
等
の
基
準 

⑧緑化に

おいて用

途地域が

またがる

場合の規

定 

開発区域の過半が第一

種低層住居専用地域ま

たは第二種低層住居専

用地域にある場合は、

地上部による緑化面積

を確保しなければなら

ない。（過半に届かな

い場合は地上部でなく

てもよい。） 

 

過半により区域全体を

同一基準とする規定を

とりやめ、それぞれの

用途地域に応じた基準

を適用することとす

る。 

第一種および第二

種低層住居専用地

域に属する部分は

地上部での緑化を

必須とするため 

第 52 条 

別表第

２ 

1 の部 

（１） 

⑨開発行

為におけ

る緑化基

準 

開発行為の場合、既存

樹木の保全の努力義務

は適用除外 

開発行為においても、

既存の樹木を保全する

よう努める規定を適用

させる。 

樹木の維持保全を

促すため 

第52条 

別表第２ 

備考 

（１の

項） 

⑩宅配ボ

ックスの

設置 

＜新設＞ 共同住宅や長屋につい

て、宅配ボックスの設

置努力義務を課す。 

 

周辺の住環境への

配慮から、再配達

の低減を図るため 

第52条 

別表第２ 

10の部 

⑪テレビ

電波障害 

 

高さが 10メートルを

超える建築物の建築又

は増築を行う場合は、

テレビの電波障害の予

測調査を行い、電波障

害を排除するために必

要な措置を講ずる。 

 

電波障害の予測調査お

よび必要な措置を講ず

る規定を廃止する。 

地上デジタル放送

が開始され、電波

障害の事象が大き

く減少しているた

め 

第52条 

別表第２ 

12の部 

⑫旅館業

に関する

施設の建

築におけ

る基準 

＜新設＞ 旅館業に関する施設の

建築等を目的とした開

発事業者に対し、施設

の基準に基づく整備に

努めることを義務づけ

る。 

 

本条例による届出

を契機とし、早め

に建築計画の情報

を得ることで武蔵

野市旅館業者の責

務等に関する条例

等をより円滑に運

用できるようにす

るため 
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完
了
検
査
等 

⑬使用制

限 

完了検査終了通知が交

付されるまで施設や工

作物の使用を開始して

はならない。 

完了検査終了通知交付

までの使用制限の廃止 

協議型の条例であ

ることを踏まえる

と、開発事業者へ

の権利の制限が過

大であるため 

なお、完了検査終

了通知を交付する

のは、工事が協議

の結果の内容に適

合していると認め

るときのみである

ことは変わらな

い。 

 

第59条 

第６項か

ら第８項

まで 
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４．条例改正のスケジュール 

 

令和６年10月１日 武蔵野市まちづくり条例の一部を改正する条例案について公表 

  ↓ 

令和６年10月１日～ 

令和６年10月15日 意見募集 

  ↓ 

令和７年２月 まちづくり条例一部改正案の上程 

  ↓可決の場合 

令和７年７月 改正まちづくり条例の施行 
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参考１ 用語解説集 

 

【ア行】 

・ 意見書 近隣関係住民及び市長、又は地区まちづくり協議会（地区まちづくり計画の区

域内に開発事業区域が属している場合）が説明会後 2 週間の期間内に、開発事業者に対

して提出できる要望書、質問書等。意見書を提出すると開発事業者はそれに対して見解

書を出さなければならない。 

・ 一般開発事業 まちづくり条例の対象となる開発事業は大きく分けて、大規模開発事業、

一般開発事業、大規模土地取引行為の３種類ある。そのうち一般開発事業というのは、

次の規模の事業をいう。 

①面積 3,000 ㎡未満の土地の区域における開発行為 

②面積 500 ㎡以上 3,000 ㎡未満の土地区域における自動車駐車場（車路及び管理室部

分を含む）の建築若しくは設置 

③面積 3,000 ㎡未満の土地の区域における中高層建築物の建築 

④面積 3,000 ㎡未満の土地の区域における特定集合住宅等の建築 

⑤面積 3,000 ㎡未満の土地の区域における集客施設の部分の床面積の合計（自動車駐

車場等の部分を除く。）が 500 ㎡以上 1,000 ㎡未満となる建築物の建築 

⑥面積 300 ㎡以上 3,000 ㎡未満の区域における墓地の設置 

⑦集客施設の部分の床面積の合計（自動車駐車場等の部分を除く。）が 500 ㎡以上 1,000

㎡未満のなる用途の変更 

⑧自動車駐車場の増築若しくは増設又は既存建築物の増築であって、増築又は増設す

る部分が②～⑤の規模となるもの 

 

【カ行】 

・ 開発基本計画の届出 まちづくり条例の対象となる開発事業が、建築確認申請や開発許

可申請等の前に行わなければならない手続き。開発基本計画の届出の後、標識設置、説

明会、意見書、見解書、調整会の手続きが規定されている。まちづくり条例の主な手続

きの流れは、開発基本計画→協議申請→協議終了→建築確認申請（開発許可申請）→工

事→完了検査である。 

・ 開発行為 都市計画法に定められている建築行為を目的とする土地の区画形質の変更

をいう。武蔵野市で開発行為を行う場合は、武蔵野市の同意を得た後、東京都の開発許

可が必要となる。条例第 2 条第 1 項第 10 号。 

例．道路を新たに造成する（区画の変更）、１ｍ以上の盛土をする（形の変更）、畑から宅地へと地目を

変更する（質の変更） 

・ 完了検査 工事終了後、協議どおりに整備が完了しているかを確認する検査。完了検査

終了後、協議通りに整備されていれば、市から完了検査終了通知書を交付しまちづくり



 

 参－2

条例の手続きは終了となる。 

・ 協議終了確認通知書 まちづくり条例の主な手続きの流れは、開発基本計画→協議申請

→協議終了→建築確認申請（開発許可申請）→工事→完了検査であり、協議終了の際に

市から開発事業者へ交付する書類。 

・ 協議申請書 まちづくり条例の主な手続きの流れは、開発基本計画→協議申請→協議終

了→建築確認申請（開発許可申請）→工事→完了検査であり、協議申請の際に開発事業

者が提出する書類。 

・ 近隣関係住民 開発事業区域から一定の範囲内（主に 20ｍ又は建物の高さの２倍の範

囲のどちらか長い距離）の居住者、事業を営む者（テナント）、土地所有者、建物所有者

をいう。条例第 2 条第 1 項第６号。近隣関係住民は意見書の提出、調整会の開催請求を

行うことができる。 

・ 見解書 意見書に対する回答書。見解書は、開発事業者から意見書を提出した者に回答

された後、その写しが市役所に提出され、公表される。公表日から２週間が調整会の開

催請求期間となる。 

・ 公共用地等 戸数が 45 戸以上の特定集合住宅等の計画の際に設置が必要な公開空地又

は公共用地をいう。戸数に応じ、必要面積は変化する。条例別表第１ ４。 

提供面積＝（住戸数―44）×６㎡ 

公開空地面積＝（住戸数―44）×９㎡ 

 

【タ行】 

・ 大規模開発事業 まちづくり条例の対象となる事業は大きく分けて、大規模開発事業、

一般開発事業、大規模土地取引行為の３種類ある。そのうち大規模開発事業というのは、

次の行為を行うものをいう。 

①3,000 ㎡以上の土地の区域における開発行為、建築、自動車駐車場の設置又は墓地の

設置 

②延べ面積 3,000 ㎡を超えかつ高さ 15ｍを超える建築物の建築 

③集客施設の部分の床面積の合計（自動車駐車場等の部分を除く。）が 1,000 ㎡以上と

なる建築物の建築 

④集客施設の部分の床面積の合計（自動車駐車場等の部分を除く。）が 1,000 ㎡以上と

なる用途の変更 

⑤既存建築物の増築であって、増築する部分が上記②、③の規模となるもの 

・ 大規模開発基本構想の届出 大規模開発事業の対象となる事業が、始めに行わなければ

ならない手続き。大規模開発基本構想の届出の後、標識設置、説明会、意見書、見解書、

調整会の手続きが規定されている。手続きの流れは、大規模開発基本構想→開発基本計

画→協議申請→協議終了→建築確認申請（開発許可申請）→工事→完了検査となり、大

規模開発事業は一般開発事業に比べ、開発基本計画の前に手続きが追加されることにな
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る。 

・ 大規模土地取引行為 まちづくり条例の対象となる事業は大きく分けて、大規模開発事

業、一般開発事業、大規模土地取引行為の３種類ある。そのうち大規模土地取引行為と

いうのは、3,000 ㎡以上の一段の土地に関する権利（所有権、借地権等）の移転又は設

定の契約行為（予約を含む。）を行うことをいう。 

・ 中高層建築物 高さが 10ｍを超える建築物をいう。ただし、第一種低層住居専用地域、

第二種低層住居専用地域の用途地域内においては地階を除く階数が３階建て以上、若し

くは軒高７ｍ以上の建築物をいう。条例第 2 条第 1 項第 13 号。 

・ 調整会 近隣関係住民と開発事業者の意見等を整理し、調整することを目的とする会議。

近隣関係住民又は開発事業者から見解書の公表後 2 週間の期間内に請求された場合に、

市長が開催の要否を決定する。運営は、まちづくり委員会のうち、学識経験者 2 名以上

が行う。 

・ 特定事業 本改正で新たに設けられる予定の枠組みで、景観に関する協議のみを行う事

業。次の行為を行うものをいう。 

①建築基準法施行令第 138 条第１項各号のいずれかに該当する工作物の築造 

②地区まちづくり計画により位置付けられた景観協議対象付加事業 

・ 特定集合住宅等 戸数が 15 戸以上の共同住宅や長屋、または、室数が 15 室以上の老人

ホーム等や寄宿舎。条例第 2 条第 1 項第 14 号。 

 

【ハ行】 

・ 歩道状の空地 戸数が 45 戸以上の特定集合住宅の計画及び開発事業者自身が居住する

ための戸建住宅の計画を除く計画の際に、設置が必要となる歩道状に整備された空地。

条例別表第１ ３。 

 

【マ行】 

・ 武蔵野市宅地開発等に関する指導要綱 市民の安全と健康的な生活を守るとともに、武

蔵野市らしいまちづくりを推進していくことを目的として昭和 46 年 10 月に施行され

た指導要綱。公園や空地、緑地、駐輪場などの整備に関する基準が設けられており、平

成 21 年４月に施行されたまちづくり条例の前身となるものである。 
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第 １ 章  総 則  

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 条 例 は 、 武 蔵 野 市 （ 以 下 「 市 」 と い う 。 ）

の ま ち づ く り に あ た っ て の 基 本 的 な 考 え 方 、都 市 計 画

等 の 決 定 等 に お け る 市 民 参 加 の 手 続 、開 発 事 業 等 に 係

る 手 続 及 び 基 準 等 を 定 め る こ と に よ り 、市 民 等 、開 発

等 事 業 者 及 び 市 が 協 力 し 、か つ 、持 続 可 能 な 都 市 を 目

指 し て 計 画 的 に ま ち づ く り を 進 め 、も っ て 、快 適 で 豊

か な 都 市 環 境 を 形 成 す る こ と を 目 的 と す る 。  

（ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 条 例 に お い て 、次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意

義 は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

 (１ ) ま ち づ く り  建 築 物 の 建 築 、道 路 、公 園 等 の 施

設 の 整 備 、開 発 行 為 等 又 は こ れ ら に 伴 う 環 境 、景

観 及 び 緑 の 保 全 若 し く は 形 成 そ の 他 の 物 的 又 は

空 間 的 な 都 市 の 整 備 を い う 。  

 (２ ) 住 民  市 の 区 域 内 に 居 住 し 、又 は 市 の 区 域 内 で

事 業 を 営 む 者 を い う 。  

 (３ ) 住 民 等  住 民 又 は 土 地 所 有 者 等 を い う 。  

 (４ ) 市 民 等  住 民 等 、市 の 区 域 内 に 存 す る 事 務 所 若

し く は 事 業 所 に 勤 務 す る 者 又 は 市 内 に 存 す る 学

校（ 学 校 教 育 法（ 昭 和 22年 法 律 第 26号 ）に 規 定 す

る 学 校 、専 修 学 校 又 は 各 種 学 校 を い う 。）に 在 学

す る 者 を い う 。  

 (５ )  土 地 所 有 者 等  市 の 区 域 内 に 土 地 若 し く は 建

築 物 を 所 有 す る 者 又 は 市 の 区 域 内 の 土 地 に つ い

て 建 築 物 の 所 有 を 目 的 と す る 対 抗 要 件 を 備 え た

地 上 権 若 し く は 賃 借 権 を 有 す る 者 を い う 。  

 (６ ) 近 隣 関 係 住 民  次 に 掲 げ る 者（ 規 則 で 定 め る 者

を 除 く 。 ） を い う 。  

ア  開 発 区 域 の 境 界 線 か ら 20メ ー ト ル 若 し く は

開 発 事 業 に 係 る 建 築 物 の 敷 地 境 界 線 か ら 当 該

建 築 物 の 高 さ の ２ 倍 に 相 当 す る 距 離 の い ず れ

か 長 い 水 平 距 離 の 範 囲 内 に 居 住 し 、若 し く は 事

業 を 営 む 者 又 は 当 該 範 囲 内 に あ る 土 地 若 し く

は 建 築 物 を 所 有 す る 者（ イ 又 は ウ に 該 当 す る 者

を 除 く 。 ）  

イ  第 33条 第 ４ 号 に 規 定 す る 大 規 模 開 発 事 業 を

行 う 場 合 に お け る 当 該 大 規 模 開 発 事 業 の 区 域

の 境 界 線 か ら 20メ ー ト ル 若 し く は 当 該 大 規 模

開 発 事 業 に 係 る 建 築 物 の 敷 地 境 界 線 か ら 当 該

建 築 物 の 高 さ に 相 当 す る 距 離 の い ず れ か 長 い

水 平 距 離 の 範 囲 内 に 居 住 し 、若 し く は 事 業 を 営

む 者 又 は 当 該 範 囲 内 に あ る 土 地 若 し く は 建 築

物 を 所 有 す る 者  

ウ  第 40条 第 １ 項 第 ７ 号 に 規 定 す る 一 般 開 発 事

業 を 行 う 場 合 に お け る 当 該 一 般 開 発 事 業 の 区

域 の 境 界 線 か ら 20メ ー ト ル の 範 囲 内 に 居 住 し 、

若 し く は 事 業 を 営 む 者 又 は 当 該 範 囲 内 に あ る

土 地 若 し く は 建 築 物 を 所 有 す る 者  

エ  第 22条 第 １ 項 の 地 区 ま ち づ く り 協 議 会（ そ の

定 め る 第 21条 の 地 区 ま ち づ く り 計 画 に 係 る 地

区 の 区 域 に 開 発 区 域 の 全 部 又 は 一 部 を 含 む 場

合 に 限 る 。 ）  

 (７ )  開 発 事 業  第 33条 の 大 規 模 開 発 事 業 又 は 第 40

条 第 １ 項 の 一 般 開 発 事 業 を い う 。  

 (８ ) 特 定 事 業  建 築 基 準 法 施 行 令（ 昭 和 25年 政 令 第

338号 ）第 138条 第 １ 項 各 号 、第 ２ 項 各 号 若 し く は

第 ３ 項 各 号 に 掲 げ る 工 作 物 の う ち 規 則 で 定 め る

も の の 築 造 又 は 第 21条 の 地 区 ま ち づ く り 計 画 を

基 に 当 該 地 区 ま ち づ く り 計 画 に 係 る 地 区 の 区 域

内 に お け る 良 好 な 景 観 の 保 全 若 し く は 形 成 に 対

す る 配 慮（ 以 下「 景 観 配 慮 」と い う 。）が 必 要 な
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行 為 と し て 武 蔵 野 市 長 （ 以 下 「 市 長 」 と い う 。 ）

が 指 定 す る も の を い う 。  

 (９ ) 開 発 等 事 業  開 発 事 業 、特 定 事 業 又 は 建 築 基 準

法（ 昭 和 25年 法 律 第 201号 ）第 ６ 条 第 １ 項（ 同 法 第

87条 第 １ 項 又 は 第 88条 第 １ 項 若 し く は 第 ２ 項 に

お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。）若 し く は 同 法 第 ６

条 の ２ 第 １ 項（ 同 法 第 87条 第 １ 項 又 は 第 88条 第 １

項 若 し く は 第 ２ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。）

に 規 定 す る 確 認 の 申 請（ 開 発 事 業 又 は 特 定 事 業 の

計 画 に 係 る も の を 除 く 。以 下「 建 築 確 認 申 請 」と

い う 。 ） が 必 要 な 行 為 を い う 。  

 (10 )  開 発 事 業 者  開 発 事 業 を 行 お う と す る 者 又 は

行 う 者 を い う 。  

 (11 )  特 定 事 業 者  特 定 事 業 を 行 お う と す る 者 又 は

行 う 者 を い う 。  

 (12 )  開 発 等 事 業 者  開 発 等 事 業 を 行 お う と す る 者

又 は 行 う 者 を い う 。  

 (13)  開 発 区 域  開 発 事 業 を 行 う 土 地 の 区 域 を い う 。 

 (14 ) 開 発 行 為  都 市 計 画 法（ 昭 和 43年 法 律 第 100号 。

以 下「 法 」と い う 。）第 ４ 条 第 12項 の 開 発 行 為 の

う ち 、法 第 29条 第 １ 項 の 許 可 が 必 要 な も の を い う 。 

 (15)  建 築  建 築 基 準 法 第 ２ 条 第 13号 の 建 築 の う ち 、

建 築 物 を 新 築 し 、 又 は 改 築 す る こ と を い う 。  

 (16 ) 集 客 施 設  飲 食 店 、小 売 店 舗 、銀 行 の 店 舗 、映

画 館 、ボ ー リ ン グ 場 、ぱ ち ん こ 屋 、ホ テ ル そ の 他

の 不 特 定 か つ 多 数 の 者 が 利 用 す る 用 途 に 供 す る

建 築 物 で 、 規 則 で 定 め る も の を い う 。  

 (17 )  中 高 層 建 築 物  高 さ が 10メ ー ト ル を 超 え る 建

築 物（ 第 一 種 低 層 住 居 専 用 地 域 及 び 第 二 種 低 層 住

居 専 用 地 域 に あ っ て は 軒 の 高 さ が ７ メ ー ト ル を

超 え る 建 築 物 又 は 地 階 を 除 く 階 数 が ３ 以 上 で あ

る 建 築 物 を 含 む 。 ） を い う 。  

 (18 )  特 定 集 合 住 宅 等  共 同 住 宅 若 し く は 長 屋 又 は

老 人 ホ ー ム そ の 他 こ れ に 類 す る も の と し て 規 則

で 定 め る も の （ 以 下 「 老 人 ホ ー ム 等 」 と い う 。 ）

若 し く は 寄 宿 舎 で あ っ て 、人 の 居 住 の 用 に 供 す る

独 立 部 分 を 15戸（ 老 人 ホ ー ム 等 及 び 寄 宿 舎 に あ っ

て は 、 15室 ） 以 上 有 す る も の を い う 。  

 (19 ) 公 園 等  開 発 事 業 者 が 整 備 す る 公 園 、緑 地 又 は

広 場 で 日 常 一 般 に 開 放 さ れ る も の を い う 。  

２  こ の 条 例 に 定 め る も の を 除 く ほ か 、こ の 条 例 で 使 用

す る 用 語 は 、法 及 び 建 築 基 準 法 で 使 用 す る 用 語 の 例 に

よ る 。  

（ 市 の 責務 ）  

第 ３ 条  市 は 、こ の 条 例 の 目 的 を 実 現 す る た め 、第 ６ 条

第 １ 項 の ま ち づ く り 計 画 に 基 づ い て 、必 要 な 施 策 を 実

施 し な け れ ば な ら な い 。  

２  市 は 、市 民 等 及 び 開 発 等 事 業 者 に 対 し ま ち づ く り に

関 す る 情 報 を 提 供 す る と と も に 、市 民 等 の 意 見 が 市 の

ま ち づ く り に 反 映 さ れ る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。 

３  市 は 、市 民 等 が 取 り 組 む ま ち づ く り に 関 す る 活 動 を

支 援 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 市 民 等の 責務 ）  

第 ４ 条  市 民 等 は 、地 域 の ま ち づ く り に 関 す る 活 動 に 主

体 的 に 取 り 組 み 、良 好 な ま ち づ く り の 実 現 に 努 め な け

れ ば な ら な い 。  

２  市 民 等 は 、市 の ま ち づ く り に 積 極 的 に 参 加 す る と と

も に 、 必 要 な 提 案 を 行 う よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。 

（ 開 発 等 事 業 者 の 責務 ）  

第 ５ 条  開 発 等 事 業 者 は 、開 発 等 事 業 が 周 辺 の 環 境 に 与

え る 影 響 に 配 慮 す る と と も に 、良 好 な 環 境 が 確 保 さ れ

る よ う 必 要 な 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。  

２  開 発 等 事 業 者 は 、市 が 実 施 す る ま ち づ く り に 関 す る

施 策 に 協 力 し な け れ ば な ら な い 。  

３  開 発 等 事 業 者 は 、開 発 等 事 業 に 伴 う 紛 争 の 予 防 及 び

解 決 に 努 め な け れ ば な ら な い 。  

 

 

第 ２ 章  ま ち づ く り計 画 等  

（ ま ち づ く り 計 画 等）  

第 ６ 条  市 に お け る ま ち づ く り に 関 す る 計 画（ 以 下「 ま

ち づ く り 計 画 」と い う 。）は 、次 に 掲 げ る 計 画 と す る 。  

 (１ ) 武 蔵 野 市 自 治 基 本 条 例（ 令 和 ２ 年 ３ 月 武 蔵 野 市

条 例 第 ２ 号 ）第 23条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 策 定 す る

武 蔵 野 市 長 期 計 画  

 (２ )  法 第 18条 の ２ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 定 め る 武 蔵

野 市 都 市 計 画 マ ス タ ー プ ラ ン（ 以 下 こ の 章 に お い

て 「 都 市 計 画 マ ス タ ー プ ラ ン 」 と い う 。 ）  

 (３ ) 前 ２ 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、市 の ま ち づ く り の

基 本 と な る 計 画 で 、 市 長 が 指 定 す る も の  

２  市 、市 民 等 及 び 開 発 等 事 業 者 は 、ま ち づ く り 計 画 を

遵 守 し な け れ ば な ら な い 。  

３  市 、市 民 等 及 び 開 発 等 事 業 者 は 、武 蔵 野 市 景 観 ガ イ

ド ラ イ ン（ 市 の 良 好 な 景 観 の 保 全 又 は 形 成 に 関 す る 指

針 と し て 市 長 が 定 め る も の を い う 。以 下「 景 観 ガ イ ド

ラ イ ン 」と い う 。）を 遵 守 す る よ う 努 め な け れ ば な ら

な い 。  

（ 都 市 計 画 マ ス タ ー プラ ンの 変 更の 手 続 ）  

第 ７ 条  市 長 は 、都 市 計 画 マ ス タ ー プ ラ ン を 変 更 す る 場

合 で あ っ て 、そ の 変 更 の 案 の 内 容 と な る べ き 事 項（ 以

下 こ の 条 に お い て「 変 更 の 原 案 」と い う 。）を 作 成 し

よ う と す る と き は 、当 該 変 更 の 原 案 に 市 民 等 の 意 見 を

反 映 さ せ る た め に 必 要 な 措 置 を 講 ず る も の と す る 。  

２  市 長 は 、変 更 の 原 案 を 作 成 し た と き は 、そ の 旨 並 び

に 当 該 変 更 の 原 案 の 縦 覧 の 場 所 及 び 期 間 を 公 告 し 、当

該 変 更 の 原 案 を 当 該 公 告 の 日 か ら ４ 週 間 公 衆 の 縦 覧

に 供 す る も の と す る 。  

３  市 民 等 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 公 告 が あ っ た と き は 、

当 該 公 告 の 日 か ら 同 項 の 縦 覧 期 間 満 了 の 日 ま で に 、当

該 変 更 の 原 案 に つ い て 、市 長 に 対 し 意 見 書 を 提 出 す る

こ と が で き る 。  

４  市 長 は 、都 市 計 画 マ ス タ ー プ ラ ン の 変 更 の 案（ 以 下

こ の 条 に お い て「 変 更 の 案 」と い う 。）を 作 成 し た と

き は 、そ の 旨 並 び に 当 該 変 更 の 案 の 縦 覧 の 場 所 及 び 期

間 を 公 告 す る と と も に 、当 該 変 更 の 案 に 前 項 の 規 定 に

よ り 提 出 さ れ た 意 見 書 の 要 旨 及 び 当 該 意 見 書 に 対 す

る 市 長 の 見 解 を 記 載 し た 書 面 を 添 え て 、当 該 公 告 の 日

か ら ２ 週 間 公 衆 の 縦 覧 に 供 す る も の と す る 。  
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５  市 民 等 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 公 告 が あ っ た と き は 、

当 該 公 告 の 日 か ら 同 項 の 縦 覧 期 間 満 了 の 日 ま で に 、当

該 変 更 の 案 に つ い て 、市 長 に 対 し 意 見 書 を 提 出 す る こ

と が で き る 。  

６  市 長 は 、都 市 計 画 マ ス タ ー プ ラ ン の 変 更 を 決 定 し よ

う と す る と き は 、変 更 の 案 に 前 項 の 規 定 に よ り 提 出 さ

れ た 意 見 書 の 要 旨 を 記 載 し た 書 面 を 添 え て 、武 蔵 野 市

都 市 計 画 審 議 会 条 例（ 昭 和 44年 12月 武 蔵 野 市 条 例 第 36

号 ）第 １ 条 の 武 蔵 野 市 都 市 計 画 審 議 会（ 以 下「 都 市 計

画 審 議 会 」と い う 。）の 意 見 を 聴 く も の と し 、当 該 意

見 を 考 慮 し て 都 市 計 画 マ ス タ ー プ ラ ン の 変 更 を 決 定

す る も の と す る 。  

７  市 長 は 、都 市 計 画 マ ス タ ー プ ラ ン の 変 更 を 決 定 し た

と き は 、そ の 旨 を 公 告 す る と と も に 、当 該 変 更 後 の 都

市 計 画 マ ス タ ー プ ラ ン に 第 ５ 項 の 規 定 に よ り 提 出 さ

れ た 意 見 書 の 要 旨 及 び 当 該 意 見 書 に 対 す る 市 長 の 見

解 を 記 載 し た 書 面 を 添 え て 、当 該 公 告 の 日 か ら ２ 週 間

公 衆 の 縦 覧 に 供 す る も の と す る 。  

（ 都 市 計画 マス タ ープ ラ ン の 変更 の 手 続 の 特 例 ）  

第 ８ 条  市 長 は 、法 第 19条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 都 市 計 画

の 決 定 又 は 法 第 21条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 都 市 計 画 の

変 更 に 伴 い 、都 市 計 画 マ ス タ ー プ ラ ン の 一 部 を 変 更 す

る 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、前 条 第 １ 項 か ら 第 ３ 項

ま で の 規 定 を 適 用 し な い こ と が で き る 。  

２  前 項 に 規 定 す る も の の ほ か 、市 長 は 、緊 急 に 都 市 計

画 マ ス タ ー プ ラ ン の 一 部 を 変 更 す る 必 要 が あ る と 認

め る と き は 、前 条 第 １ 項 か ら 第 ３ 項 ま で の 規 定 を 適 用

し な い こ と が で き る 。  

 

 

第 ３ 章  ま ちづ く り委 員 会 及 び景 観 専 門 委 員  

（ ま ち づく り委 員 会の 設 置 等 ）  

第 ９ 条  市 の ま ち づ く り に 関 す る 事 項（ 法 第 77条 の ２ 第

１ 項 の 規 定 に よ る 都 市 計 画 審 議 会 の 調 査 審 議 に 係 る

事 項 を 除 く 。）を 審 議 す る た め 、武 蔵 野 市 ま ち づ く り

委 員 会（ 以 下「 ま ち づ く り 委 員 会 」と い う 。）を 置 く 。  

２  ま ち づ く り 委 員 会 は 、市 長 の 求 め に 応 じ 、市 の ま ち

づ く り に 関 し て 市 長 に 意 見 を 述 べ る こ と が で き る 。  

３  ま ち づ く り 委 員 会 の 組 織 及 び 運 営 に つ い て 必 要 な

事 項 は 、 規 則 で 定 め る 。  

（ 調 整 会の 主宰 ）  

第 10条  第 61条 第 １ 項 の 調 整 会 は 、ま ち づ く り 委 員 会 が

主 宰 す る も の と す る 。  

（ 景 観 専門 委員 の 設置 等 ）  

第 10条 の ２  市 の 景 観 の 保 全 又 は 形 成 に 関 す る 事 項 を

検 討 す る た め 、武 蔵 野 市 景 観 専 門 委 員（ 以 下「 景 観 専

門 委 員 」 と い う 。 ） を 置 く 。  

２  景 観 専 門 委 員 は 、景 観 の 保 全 又 は 形 成 に 関 し 専 門 的

な 知 識 を 有 す る 者 の う ち か ら 、 市 長 が 委 嘱 す る 。  

３  景 観 専 門 委 員 は 、市 長 の 求 め に 応 じ 、市 の 景 観 の 保

全 又 は 形 成 に 関 し て 市 長 に 意 見 を 述 べ る こ と が で き

る 。  

４  景 観 専 門 委 員 に つ い て 必 要 な 事 項 は 、規 則 で 定 め る 。 

（ ま ち づ く り 委 員 会 及 び 景 観 専 門 委 員 の 連 携 ）  

第 10条 の ３  ま ち づ く り 委 員 会 及 び 景 観 専 門 委 員 は 、市

の ま ち づ く り に 資 す る た め 、必 要 に 応 じ て 、相 互 に 連

携 す る も の と す る 。  

 

 

第 ４ 章  都 市 計 画 等の 決 定 等 に 関 する 手続  

第 １ 節  都 市 計 画 の決 定 等 に 関 す る手 続  

（ 都 市 計 画 の 案 の 作成 の 手 続 ）  

第 11条  市 長 は 、都 市 計 画 の 案（ 地 区 計 画 等 に 関 す る も

の を 除 く 。以 下 こ の 節 に お い て 同 じ 。）を 作 成 し よ う

と す る と き は 、 そ の 旨 及 び 次 に 掲 げ る 事 項 を 公 告 し 、

当 該 都 市 計 画 の 案 の 内 容 と な る べ き 事 項（ 以 下 こ の 条

に お い て「 都 市 計 画 の 原 案 」と い う 。）に 当 該 都 市 計

画 の 決 定 又 は 変 更 を し よ う と す る 理 由 を 記 載 し た 書

面 を 添 え て 、当 該 公 告 の 日 か ら ３ 週 間 公 衆 の 縦 覧 に 供

す る と と も に 、住 民 等 を 対 象 と す る 当 該 都 市 計 画 の 原

案 に 関 す る 説 明 会 を 開 催 す る も の と す る 。  

 (１ ) 都 市 計 画 の 種 類 、 名 称 、 位 置 及 び 区 域  

 (２ ) 都 市 計 画 の 原 案 の 概 要  

 (３ ) 都 市 計 画 の 原 案 の 縦 覧 の 場 所 及 び 期 間  

 (４ ) 説 明 会 の 開 催 の 日 時 及 び 場 所  

２  法 第 17条 第 ２ 項 の 住 民 及 び 利 害 関 係 人 は 、前 項 の 規

定 に よ る 公 告 が あ っ た と き は 、当 該 公 告 の 日 か ら 同 項

の 縦 覧 期 間 満 了 の 日 ま で に 、当 該 都 市 計 画 の 原 案 に つ

い て 、 市 長 に 対 し 意 見 書 を 提 出 す る こ と が で き る 。  

３  市 長 は 、都 市 計 画 の 案 を 作 成 し よ う と す る 場 合 に お

い て 、必 要 と 認 め る と き は 、都 市 計 画 審 議 会 の 意 見 を

聴 く こ と が で き る 。  

４  市 長 は 、規 則 で 定 め る 軽 微 な 都 市 計 画 の 決 定 又 は 変

更 に つ い て は 、第 １ 項 及 び 第 ２ 項 の 規 定 を 適 用 し な い

こ と が で き る 。  

５  市 長 は 、法 第 15条 の ２ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 申 出 に 係

る 東 京 都 が 定 め る 都 市 計 画 の 案 の 内 容 と な る べ き 事

項 を 作 成 し よ う と す る と き は 、第 １ 項 及 び 第 ２ 項 に 規

定 す る 手 続 を 経 る よ う 努 め る も の と す る 。  

（ 都 市 計 画 の 決 定 等の 手 続 ）  

第 12条  市 長 は 、法 第 17条 第 １ 項（ 法 第 21条 第 ２ 項 に お

い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。）の 規 定 に よ り 都 市 計 画 の

案 を 縦 覧 に 供 す る と き は 、併 せ て 、前 条 第 ２ 項 の 規 定

に よ り 提 出 さ れ た 意 見 書 の 要 旨 及 び 当 該 意 見 書 に 対

す る 市 長 の 見 解 を 記 載 し た 書 面 を 添 え る も の と す る 。 

２  市 長 は 、法 第 20条 第 １ 項（ 法 第 21条 第 ２ 項 に お い て

準 用 す る 場 合 を 含 む 。）の 規 定 に よ る 告 示 を し た と き

は 、法 第 17条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 提 出 さ れ た 意 見 書 の

要 旨 及 び 当 該 意 見 書 に 対 す る 市 長 の 見 解 を 記 載 し た

書 面 を 当 該 告 示 の 日 か ら ２ 週 間 公 衆 の 縦 覧 に 供 す る

も の と す る 。  

第 ２ 節  都 市 計 画 の決 定 等 の 提 案 に関 する 手 続  

（ 都 市 計 画 提 案 を する こ と が で き る団 体）  

第 13条  法 第 21条 の ２ 第 ２ 項 の 条 例 で 定 め る 団 体 は 、次

に 掲 げ る 団 体 と す る 。  

 (１ ) 第 22条 第 １ 項 の 地 区 ま ち づ く り 協 議 会  

 (２ ) 市 の 区 域 内 に 存 す る 団 体 の う ち 、規 則 で 定 め る

要 件 を 満 た す 団 体 で あ っ て 、 市 長 が 認 め る も の  
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（ 都 市 計画 提案 を する こ と が でき る 面 積 の 規 模 ）  

第 14条  都 市 計 画 法 施 行 令（ 昭 和 44年 政 令 第 158号 。以 下

「 令 」と い う 。）第 15条 た だ し 書 の 規 定 に よ り 条 例 で

定 め る 法 第 21条 の ２ 第 １ 項 又 は 第 ２ 項 の 規 定 に よ る

都 市 計 画 の 決 定 又 は 変 更 の 提 案（ 以 下 こ の 節 に お い て

「 都 市 計 画 提 案 」と い う 。）に 係 る 面 積 の 規 模 は 、3,000

平 方 メ － ト ル と す る 。  

２  前 条 に 規 定 す る 団 体 が 都 市 計 画 提 案 を す る 場 合 に

お い て は 、法 第 21条 の ２ 第 ２ 項 に 規 定 す る 土 地 の 区 域

の 過 半 が 当 該 団 体 に つ い て 定 め ら れ る 土 地 の 区 域 で

な け れ ば な ら な い 。  

（ 都 市 計画 提案 に 係る 判 断 等 ）  

第 15条  市 長 は 、都 市 計 画 提 案 が あ っ た と き は 、そ の 旨

を 公 表 す る と と も に 、当 該 都 市 計 画 提 案 に 係 る 都 市 計

画 の 素 案 を 当 該 公 表 の 日 か ら 次 項 の 規 定 に よ る 公 表

の 日 ま で 公 衆 の 縦 覧 に 供 す る も の と す る 。  

２  市 長 は 、法 第 21条 の ３ の 規 定 に よ る 判 断（ 以 下 こ の

節 に お い て「 都 市 計 画 提 案 に 係 る 判 断 」と い う 。）を

し た と き は 、そ の 旨 及 び 当 該 都 市 計 画 提 案 に 係 る 判 断

の 内 容 を 当 該 都 市 計 画 提 案 を し た 者 に 通 知 す る と と

も に 、当 該 都 市 計 画 提 案 に 係 る 判 断 を し た 旨 を 公 表 し 、

当 該 都 市 計 画 提 案 に 係 る 判 断 の 内 容 を 記 載 し た 書 面

に 当 該 都 市 計 画 提 案 に 係 る 都 市 計 画 の 素 案 を 添 え て 、

当 該 公 表 の 日 か ら ２ 週 間 公 衆 の 縦 覧 に 供 す る も の と

す る 。  

（ 都 市 計画 提案 に 係る 判 断 の 基準 ）  

第 16条  都 市 計 画 提 案 に 係 る 判 断 は 、法 令 に 規 定 す る も

の の ほ か 、次 に 定 め る 基 準 に 基 づ い て 行 う も の と す る 。 

 (１ )  都 市 計 画 提 案 に 係 る 都 市 計 画 の 内 容 が ま ち づ

く り 計 画 に 適 合 す る も の で あ る こ と 。  

 (２ ) 都 市 計 画 提 案 に 係 る 都 市 計 画 の 内 容 に つ い て 、

規 則 で 定 め る 合 理 的 な 根 拠 が あ る こ と 。  

 (３ ) 都 市 計 画 提 案 に 係 る 土 地 の 区 域 に つ い て 、規 則

で 定 め る 合 理 的 な 根 拠 が あ る こ と 。  

 (４ ) 都 市 計 画 提 案 に 係 る 都 市 計 画 の 内 容 に つ い て 、

規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、住 民 等 の 意 見 の 聴 取 を

行 っ て い る こ と 。  

 (５ ) 都 市 計 画 提 案 に 係 る 都 市 計 画 の 内 容 が 、関 係 す

る 条 例 及 び 規 則 の 規 定 に 適 合 し て い る こ と 。  

第 ３ 節  地 区計 画 等の 決 定 等 に関 す る 手 続  

（ 地 区 計画 等の 案 の作 成 の 手 続等 ）  

第 17条  法 第 16条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 地 区 計 画 等 の 案

の 作 成 の 手 続 及 び 同 条 第 ３ 項 の 地 区 計 画 等 の 案 の 内

容 と な る べ き 事 項（ 以 下 こ の 節 に お い て「 地 区 計 画 等

の 住 民 原 案 」と い う 。）の 申 出 の 方 法 に つ い て は 、こ

の 節 の 定 め る と こ ろ に よ る 。  

（ 地 区 計画 等の 住 民原 案 の 申 出の 要 件 ）  

第 18条  地 区 計 画 等 の 住 民 原 案 の 申 出 を す る こ と が で

き る 者 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 と す る 。 

 (１ )  地 区 計 画 等 の 住 民 原 案 に 係 る 区 域 内 の 土 地 所

有 者 等  

 (２ )  ま ち づ く り の 推 進 を 図 る 活 動 を 行 う こ と を 目

的 と し て 設 立 さ れ た 特 定 非 営 利 活 動 促 進 法（ 平 成 10

年 法 律 第 ７ 号 ）第 ２ 条 第 ２ 項 の 特 定 非 営 利 活 動 法 人

で あ っ て 、そ の 事 務 所 の 所 在 地 が 市 の 区 域 内 に あ る

も の  

 (３ ) 第 13条 に 規 定 す る 団 体 の 代 表 者  

２  地 区 計 画 等 の 住 民 原 案 の 申 出 の 要 件 は 、次 に 定 め る

と お り と す る 。  

 (１ )  地 区 計 画 等 の 住 民 原 案 が 法 そ の 他 関 係 法 令 に

適 合 し て い る こ と 。  

 (２ )  地 区 計 画 等 の 住 民 原 案 に 係 る 区 域 は 一 団 の 土

地 で あ り 、か つ 、当 該 区 域 の 面 積 の 規 模 は 3,000平 方

メ ー ト ル 以 上 で あ る こ と 。  

 (３ ) 地 区 計 画 等 の 住 民 原 案 に 係 る 土 地 の 区 域（ 当 該

地 区 計 画 等 の 住 民 原 案 に 土 地 利 用 の 規 制 の 緩 和 に

関 す る 事 項 を 含 む と き は 、当 該 区 域 及 び そ の 周 辺 の

区 域 ）の 住 民 等 を 対 象 と す る 当 該 地 区 計 画 等 の 住 民

原 案 の 申 出 に 関 す る 説 明 会 を 開 催 し 、そ の 意 見 を 聴

取 し て い る こ と 。  

 (４ ) 地 区 計 画 等 の 住 民 原 案 に 係 る 土 地（ 国 又 は 地 方

公 共 団 体 の 所 有 し て い る 土 地 で 公 共 施 設（ 道 路 、公

園 そ の 他 公 共 の 用 に 供 す る 施 設 を い う 。以 下 同 じ 。）

の 用 に 供 さ れ て い る も の を 除 く 。以 下 こ の 条 に お い

て 同 じ 。）の 区 域 内 の 土 地 の 土 地 所 有 者 等 の ２ 分 の

１ 以 上 の 同 意（ 同 意 を し た 者 が 所 有 す る 当 該 区 域 内

の 土 地 の 地 積 と 同 意 を し た 者 が 有 す る 借 地 権 の 目

的 と な っ て い る 当 該 区 域 内 の 土 地 の 地 積 の 合 計 が 、

当 該 区 域 内 の 土 地 の 総 地 積 と 借 地 権 の 目 的 と な っ

て い る 土 地 の 総 地 積 と の 合 計 の ２ 分 の １ 以 上 と な

る 場 合 に 限 る 。 ） を 得 て い る こ と 。  

（ 地 区 計 画 等 の 住 民原 案 の 申 出 の 手続 等）  

第 19条  地 区 計 画 等 の 住 民 原 案 の 申 出 を し よ う と す る

者 は 、規 則 で 定 め る 書 類 を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら

な い 。  

２  地 区 計 画 等 の 住 民 原 案 の 申 出 を し よ う と す る 者 は 、

当 該 申 出 の 前 に 、規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、そ の 旨

を 市 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

３  市 長 は 、地 区 計 画 等 の 住 民 原 案 の 申 出 が あ っ た と き

は 、そ の 旨 を 公 表 す る と と も に 、当 該 地 区 計 画 等 の 住

民 原 案 を 当 該 公 表 の 日 か ら 第 ６ 項 の 規 定 に よ る 公 表

の 日 ま で 公 衆 の 縦 覧 に 供 す る も の と す る 。  

４  市 長 は 、地 区 計 画 等 の 住 民 原 案 の 申 出 が あ っ た と き

は 、当 該 地 区 計 画 等 の 住 民 原 案 の 申 出 を 踏 ま え た 地 区

計 画 等（ 当 該 申 出 に 係 る 地 区 計 画 等 の 住 民 原 案 の 内 容

の 全 部 又 は 一 部 を 実 現 す る こ と と な る 地 区 計 画 等 を

い う 。以 下 こ の 節 に お い て 同 じ 。）の 決 定 又 は 変 更 を

す る 必 要 が あ る か ど う か の 判 断（ 以 下 こ の 節 に お い て

「 地 区 計 画 等 の 住 民 原 案 の 申 出 に 係 る 判 断 」と い う 。）

を し 、当 該 地 区 計 画 等 の 決 定 又 は 変 更 を す る 必 要 が あ

る と 認 め る と き は 、地 区 計 画 等 の 案 の 内 容 と な る べ き

事 項（ 以 下 こ の 節 に お い て「 地 区 計 画 等 の 市 原 案 」と

い う 。 ） を 作 成 す る も の と す る 。  

５  第 16条 の 規 定 は 、地 区 計 画 等 の 住 民 原 案 の 申 出 に 係

る 判 断 に つ い て 準 用 す る 。こ の 場 合 に お い て 、同 条 中

「 都 市 計 画 提 案 」と あ る の は「 地 区 計 画 等 の 住 民 原 案

の 申 出 」 と 、 「 都 市 計 画 」 と あ る の は 「 地 区 計 画 等 」

と す る 。  
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６  市 長 は 、地 区 計 画 等 の 住 民 原 案 の 申 出 に 係 る 判 断 を

し た と き は 、そ の 旨 及 び 当 該 地 区 計 画 等 の 住 民 原 案 の

申 出 に 係 る 判 断 の 内 容 を 当 該 地 区 計 画 等 の 住 民 原 案

の 申 出 を し た 者 に 通 知 す る と と も に 、当 該 地 区 計 画 等

の 住 民 原 案 の 申 出 に 係 る 判 断 を し た 旨 を 公 表 し 、当 該

地 区 計 画 等 の 住 民 原 案 の 申 出 に 係 る 判 断 の 内 容 を 記

載 し た 書 面 に 当 該 地 区 計 画 等 の 住 民 原 案 を 添 え て 、当

該 公 表 の 日 か ら ２ 週 間 公 衆 の 縦 覧 に 供 す る も の と す

る 。  

７  市 長 は 、地 区 計 画 等 の 住 民 原 案 の 申 出 に 係 る 判 断 を

し 、当 該 地 区 計 画 等 の 決 定 又 は 変 更 を す る 必 要 が な い

と 認 め る と き は 、前 項 の 規 定 に よ る 通 知 を す る に あ た

り 、あ ら か じ め 、都 市 計 画 審 議 会 に 当 該 地 区 計 画 等 の

住 民 原 案 を 提 出 し て そ の 意 見 を 聴 か な け れ ば な ら な

い 。  

（ 地 区 計画 等の 案 の作 成 の 手 続等 ）  

第 20条  市 長 は 、地 区 計 画 等 の 案 を 作 成 し よ う と す る と

き は 、そ の 旨 及 び 次 に 掲 げ る 事 項 を 公 告 し 、当 該 地 区

計 画 等 の 市 原 案 に 当 該 地 区 計 画 等 の 決 定 又 は 変 更 を

し よ う と す る 理 由 を 記 載 し た 書 面 を 添 え て 、当 該 公 告

の 日 か ら ３ 週 間 公 衆 の 縦 覧 に 供 す る も の と す る 。  

 (１ ) 地 区 計 画 等 の 種 類 、 名 称 、 位 置 及 び 区 域  

 (２ ) 地 区 計 画 等 の 市 原 案 の 縦 覧 の 場 所 及 び 期 間  

２  前 項 に 定 め る も の の ほ か 、市 長 は 、地 区 計 画 等 の 案

を 作 成 し よ う と す る 場 合 に お い て 、必 要 と 認 め る と き

は 、当 該 地 区 計 画 等 の 案 に 関 す る 説 明 会 の 開 催 そ の 他

の 措 置 を 講 ず る も の と す る 。  

３  法 第 16条 第 ２ 項 に 規 定 す る 者 は 、第 １ 項 の 規 定 に よ

る 公 告 が あ っ た と き は 、当 該 公 告 の 日 か ら 同 項 の 縦 覧

期 間 満 了 の 日 ま で に 、当 該 地 区 計 画 等 の 市 原 案 に つ い

て 、 市 長 に 対 し 意 見 書 を 提 出 す る こ と が で き る 。  

４  市 長 は 、法 第 19条 第 １ 項（ 法 第 21条 第 ２ 項 に お い て

準 用 す る 場 合 を 含 む 。）の 規 定 に よ り 地 区 計 画 等 の 住

民 原 案 の 申 出 を 踏 ま え た 地 区 計 画 等 の 案 を 都 市 計 画

審 議 会 に 付 議 し よ う と す る と き は 、当 該 地 区 計 画 等 の

案 に 併 せ て 、当 該 地 区 計 画 等 の 住 民 原 案 を 提 出 す る も

の と す る 。  

５  市 長 は 、法 第 17条 第 １ 項（ 法 第 21条 第 ２ 項 に お い て

準 用 す る 場 合 を 含 む 。）の 規 定 に よ り 地 区 計 画 等 の 案

を 縦 覧 に 供 す る と き は 、併 せ て 、第 ３ 項 の 規 定 に よ り

提 出 さ れ た 意 見 書 の 要 旨 及 び 当 該 意 見 書 に 対 す る 市

長 の 見 解 を 記 載 し た 書 面 を 添 え る も の と す る 。  

第 ４ 節  地 区ま ち づく り 計 画  

（ 地 区 まち づく り 計画 の 認 定 ）  

第 21条  市 長 は 、次 条 第 １ 項 の 地 区 ま ち づ く り 協 議 会 が

定 め る 当 該 地 区 の ま ち づ く り に 関 す る 計 画 （ 面 積 が

1,000平 方 メ － ト ル 以 上 の 一 団 の 土 地 に お い て 、 開 発

事 業 そ の 他 土 地 の 利 用 、環 境 の 保 全 等 に 関 す る 基 準 等

を 定 め 、当 該 地 区 の 住 民 等 が 主 体 と な っ て 、当 該 地 区

の 特 性 を 生 か し た ま ち づ く り を 推 進 す る た め の 計 画

を い う 。）を 、地 区 ま ち づ く り 計 画 と し て 認 定 す る こ

と が で き る 。  

（ 地 区 まち づく り 協議 会 の 認 定等 ）  

第 22条  市 長 は 、住 民 等 に よ る 団 体 で 、規 則 で 定 め る 要

件 を 満 た す も の を 地 区 ま ち づ く り 協 議 会 と し て 認 定

す る こ と が で き る 。  

２  前 項 の 規 定 に よ る 認 定 を 受 け よ う と す る 団 体 の 代

表 者 は 、規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、市 長 に 申 請 し な

け れ ば な ら な い 。  

３  市 長 は 、第 １ 項 の 規 定 に よ る 認 定 を し た と き は そ の

旨 を 前 項 の 規 定 に よ る 申 請 を し た 者 に 通 知 す る と と

も に 、こ れ を 公 表 し 、当 該 認 定 を し な い と き は そ の 旨

を 当 該 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

４  第 １ 項 の 規 定 に よ る 認 定 を 受 け た 地 区 ま ち づ く り

協 議 会 の 代 表 者 は 、同 項 に 規 定 す る 要 件 に 関 す る 事 項

に つ い て 変 更 が あ っ た と き は 、規 則 で 定 め る と こ ろ に

よ り 、 そ の 旨 を 市 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

５  市 長 は 、前 項 の 規 定 に よ る 届 出 が あ っ た と き は 、そ

の 旨 を 公 表 す る も の と す る 。  

６  市 長 は 、地 区 ま ち づ く り 協 議 会 の 代 表 者 か ら 当 該 地

区 ま ち づ く り 協 議 会 の 解 散 の 届 出 が あ っ た と き は 、第

１ 項 の 規 定 に よ る 認 定 を 取 り 消 し 、そ の 旨 を 公 表 す る

も の と す る 。  

７  市 長 は 、地 区 ま ち づ く り 協 議 会 が 第 １ 項 に 規 定 す る

要 件 を 満 た さ な い こ と と な っ た と き 又 は そ の 活 動 が

こ の 条 例 の 目 的 若 し く は そ の 会 則 、規 約 等 に 反 す る こ

と と な っ た と 認 め る と き は 、同 項 の 規 定 に よ る 認 定 を

取 り 消 す こ と が で き る 。  

８  市 長 は 、前 項 の 規 定 に よ る 取 消 し を す る と き は 、そ

の 旨 を 当 該 地 区 ま ち づ く り 協 議 会 の 代 表 者 に 通 知 す

る と と も に 、 こ れ を 公 表 す る も の と す る 。  

（ 地 区 ま ち づ く り 計画 の 認 定 の 申 請）  

第 23条  地 区 ま ち づ く り 協 議 会 の 代 表 者 は 、第 21条 の 規

定 に よ る 認 定 を 受 け よ う と す る と き は 、規 則 で 定 め る

と こ ろ に よ り 、 市 長 に 申 請 し な け れ ば な ら な い 。  

２  地 区 ま ち づ く り 協 議 会 は 、前 項 の 規 定 に よ る 申 請 を

し よ う と す る と き は 、次 に 掲 げ る 要 件 を 満 た さ な け れ

ば な ら な い 。  

 (１ )  地 区 ま ち づ く り 計 画 が 法 そ の 他 関 係 法 令 に 適

合 し て い る こ と 。  

 (２ )  地 区 ま ち づ く り 計 画 に 係 る 地 区 の 区 域 内 の 住

民 等 を 対 象 と す る 当 該 地 区 ま ち づ く り 計 画 に 関 す

る 説 明 会 を 開 催 し 、 そ の 意 見 を 聴 取 し て い る こ と 。 

 (３ ) 地 区 ま ち づ く り 計 画 に 係 る 土 地（ 国 又 は 地 方 公

共 団 体 の 所 有 し て い る 土 地 で 公 共 施 設 の 用 に 供 さ

れ て い る も の を 除 く 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ）

の 区 域 内 の 土 地 の 土 地 所 有 者 等 の ２ 分 の １ 以 上 の

同 意（ 同 意 を し た 者 が 所 有 す る 当 該 区 域 内 の 土 地 の

地 積 と 同 意 を し た 者 が 有 す る 借 地 権 の 目 的 と な っ

て い る 当 該 区 域 内 の 土 地 の 地 積 の 合 計 が 、当 該 区 域

内 の 土 地 の 総 地 積 と 借 地 権 の 目 的 と な っ て い る 土

地 の 総 地 積 と の 合 計 の ２ 分 の １ 以 上 と な る 場 合 に

限 る 。 ） を 得 て い る こ と 。  

（ 地 区 ま ち づ く り 計画 の 認 定 の 手 続き ）  

第 24条  市 長 は 、前 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 申 請 が あ っ た

と き は 、そ の 旨 を 公 表 す る と と も に 、当 該 申 請 に 係 る

地 区 ま ち づ く り 計 画 の 案 を 当 該 公 表 の 日 か ら 第 ５ 項

の 規 定 に よ る 公 表 の 日 ま で 公 衆 の 縦 覧 に 供 す る も の
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と す る 。  

２  住 民 等 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 公 表 が あ っ た と き は 、

当 該 公 表 の 日 か ら ２ 週 間 以 内 に 、当 該 地 区 ま ち づ く り

計 画 の 案 に つ い て 、市 長 に 対 し 意 見 書 を 提 出 す る こ と

が で き る 。  

３  市 長 は 、前 項 の 規 定 に よ り 意 見 書 が 提 出 さ れ た と き

は 、当 該 意 見 書 の 写 し を 当 該 地 区 ま ち づ く り 協 議 会 の

代 表 者 に 送 付 す る も の と す る 。  

４  地 区 ま ち づ く り 協 議 会 の 代 表 者 は 、前 項 の 規 定 に よ

る 意 見 書 の 写 し の 送 付 を 受 け た と き は 、速 や か に 、当

該 意 見 書 に 対 す る 回 答 書 を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な

ら な い 。  

５  市 長 は 、前 項 の 規 定 に よ り 回 答 書 が 提 出 さ れ た と き

は 、そ の 旨 を 公 表 す る と と も に 、第 ２ 項 の 規 定 に よ り

提 出 さ れ た 意 見 書 及 び 当 該 回 答 書 に 当 該 地 区 ま ち づ

く り 計 画 の 案 を 添 え て 、当 該 公 表 の 日 か ら 第 ９ 項 の 規

定 に よ る 公 表 の 日 ま で 公 衆 の 縦 覧 に 供 す る も の と す

る 。  

６  市 長 は 、第 ２ 項 の 規 定 に よ り 提 出 さ れ た 意 見 書 及 び

第 ４ 項 の 規 定 に よ り 提 出 さ れ た 回 答 書 の 内 容 を 考 慮

し 、地 区 ま ち づ く り 計 画 と し て 認 定 す る か ど う か を 判

断 す る も の と す る 。  

７  第 16条 の 規 定 は 、前 項 の 規 定 に よ る 判 断 に つ い て 準

用 す る 。こ の 場 合 に お い て 、同 条 中「 都 市 計 画 提 案 に

係 る 判 断 」と あ る の は「 第 24条 第 ６ 項 の 規 定 に よ る 判

断 」と 、「 都 市 計 画 提 案 に 係 る 都 市 計 画 」と あ る の は

「 地 区 ま ち づ く り 計 画 」と 、「 都 市 計 画 提 案 に 係 る 土

地 」と あ る の は「 地 区 ま ち づ く り 計 画 に 係 る 土 地 」と

読 み 替 え る も の と す る 。  

８  市 長 は 、次 項 の 規 定 に よ る 認 定 を し よ う と す る 場 合

に お い て 、必 要 と 認 め る と き は 、ま ち づ く り 委 員 会 の

意 見 を 聴 く こ と が で き る 。  

９  市 長 は 、第 ６ 項 の 規 定 に よ る 判 断 を し 、当 該 地 区 ま

ち づ く り 計 画 を 認 定 し 、又 は 認 定 し な い こ と を 決 定 し

た と き は 、そ の 旨 及 び 当 該 判 断 の 内 容 を 当 該 地 区 ま ち

づ く り 協 議 会 の 代 表 者 に 通 知 す る と と も に 、当 該 判 断

を し た 旨 を 公 表 し 、当 該 判 断 の 内 容 を 記 載 し た 書 面 に

当 該 地 区 ま ち づ く り 計 画 の 案 並 び に 第 ２ 項 の 規 定 に

よ り 提 出 さ れ た 意 見 書 及 び 第 ４ 項 の 規 定 に よ り 提 出

さ れ た 回 答 書 を 添 え て 、当 該 公 表 の 日 か ら ２ 週 間 公 衆

の 縦 覧 に 供 す る も の と す る 。  

 

（ 地 区 まち づく り 計画 の 変 更 等）  

第 24条 の ２  次 項 に 定 め る 場 合 を 除 く ほ か 、前 ２ 条 の 規

定 は 、地 区 ま ち づ く り 計 画 の 変 更（ 規 則 で 定 め る 軽 微

な 変 更 を 除 く 。 ） 又 は 廃 止 に つ い て 準 用 す る 。  

２  前 条 第 ９ 項 の 規 定 に よ る 認 定 を 受 け た 地 区 ま ち づ

く り 計 画 に 係 る 地 区 の 区 域（ 以 下 こ の 項 に お い て「 現

区 域 」と い う 。）に 隣 接 す る 区 域 を 現 区 域 に 追 加 す る

変 更 を し よ う と す る 場 合 は 、当 該 追 加 す る 区 域 に つ い

て 、前 ２ 条 の 規 定 を 準 用 す る 。こ の 場 合 に お い て 、第

23条 第 ２ 項 第 １ 号 中「 地 区 ま ち づ く り 計 画 」と あ る の

は「 第 24条 の ２ 第 ２ 項 に 規 定 す る 追 加 す る 区 域 に 係 る

地 区 ま ち づ く り 計 画（ 以 下 単 に「 地 区 ま ち づ く り 計 画 」

と い う 。）」と 、同 項 第 ２ 号 中「 住 民 等 」と あ る の は

「 住 民 等 及 び 第 24条 の ２ 第 ２ 項 に 規 定 す る 現 区 域 に

係 る 地 区 ま ち づ く り 協 議 会 」と 読 み 替 え る も の と す る 。 

３  市 長 は 、第 22条 第 ６ 項 又 は 第 ７ 項 の 規 定 に よ り 地 区

ま ち づ く り 協 議 会 の 認 定 を 取 り 消 し た と き は 、当 該 地

区 ま ち づ く り 協 議 会 に 係 る 前 条 第 ９ 項 の 規 定 に よ る

地 区 ま ち づ く り 計 画 の 認 定 を 取 り 消 す こ と が で き る 。

こ の 場 合 に お い て 、市 長 が 必 要 と 認 め る と き は 、ま ち

づ く り 委 員 会 の 意 見 を 聴 く こ と が で き る 。  

４  市 長 は 、前 項 の 規 定 に よ り 地 区 ま ち づ く り 計 画 の 認

定 を 取 り 消 す こ と を 決 定 し た と き は 、そ の 旨 を 公 表 す

る と と も に 、当 該 取 消 し の 内 容 を 記 載 し た 書 面 及 び 当

該 地 区 ま ち づ く り 計 画 を 当 該 公 表 の 日 か ら ２ 週 間 公

衆 の 縦 覧 に 供 す る も の と す る 。  

（ 地 区 ま ち づ く り 計画 の 推 進 ）  

第 25条  市 長 及 び 地 区 ま ち づ く り 協 議 会 は 、第 24条 第 ９

項（ 前 条 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含

む 。）の 規 定 に よ り 地 区 ま ち づ く り 計 画 が 認 定 さ れ た

と き は 、当 該 地 区 ま ち づ く り 計 画 に 係 る 協 定 を 締 結 し 、

そ の 実 現 に 努 め る も の と す る 。  

（ 地 区 ま ち づ く り 景観 誘 導 基 準 ）  

第 25条 の ２  市 長 は 、第 21条 の 規 定 に よ り 地 区 ま ち づ く

り 計 画 の 認 定 を し た と き は 、地 区 ま ち づ く り 景 観 誘 導

基 準（ 当 該 地 区 ま ち づ く り 計 画 を 基 に し た 当 該 地 区 ま

ち づ く り 計 画 に 係 る 地 区 の 区 域 内 に お け る 良 好 な 景

観 の 保 全 又 は 形 成 に 関 す る 基 準 を い う 。 以 下 同 じ 。 ）

を 定 め る こ と が で き る 。  

２  市 長 は 、前 項 の 規 定 に よ り 地 区 ま ち づ く り 景 観 誘 導

基 準 を 定 め よ う と す る と き は 、あ ら か じ め 、当 該 地 区

ま ち づ く り 景 観 誘 導 基 準 に 係 る 地 区 ま ち づ く り 計 画

に 係 る 地 区 ま ち づ く り 協 議 会 の 意 見 を 聴 か な け れ ば

な ら な い 。地 区 ま ち づ く り 景 観 誘 導 基 準 の 変 更（ 規 則

で 定 め る 軽 微 な 変 更 を 除 く 。）を し よ う と す る 場 合 も 、

同 様 と す る 。  

３  市 長 は 、第 24条 の ２ 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 地 区 ま ち づ

く り 景 観 誘 導 基 準 に 係 る 地 区 ま ち づ く り 計 画 の 認 定

を 取 り 消 し た と き そ の 他 規 則 で 定 め る 事 由 に 該 当 す

る と き は 、当 該 地 区 ま ち づ く り 景 観 誘 導 基 準 を 廃 止 す

る こ と が で き る 。  

（ 地 区 ま ち づ く り 準備 会 ）  

第 26条  住 民 等 は 、地 区 ま ち づ く り 協 議 会 を 設 立 す る こ

と を 目 的 と し て 、地 区 ま ち づ く り 準 備 会 を 設 立 す る こ

と が で き る 。  

２  住 民 等 は 、前 項 の 地 区 ま ち づ く り 準 備 会 を 設 立 し た

と き は 、規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、そ の 旨 を 市 長 に

届 け 出 て 、 そ の 登 録 を 受 け る こ と が で き る 。  

第 ４ 節 の ２  景 観 まち づ く り 協 定  

（ 景 観 ま ち づ く り 協定 の 登 録 ）  

第 26条 の ２  市 長 は 、規 則 で 定 め る 要 件 を 満 た す 住 民 等

が 締 結 し た 協 定（ 良 好 な 景 観 の 保 全 又 は 形 成 に 関 す る

基 準 を 定 め 、当 該 住 民 等 が 主 体 と な っ て 、当 該 協 定 で

定 め る 地 区 の 特 性 を 生 か し た 良 好 な 景 観 の 保 全 又 は

形 成 を 図 る た め の 協 定 を い う 。）を 、景 観 ま ち づ く り

協 定 と し て 登 録 す る こ と が で き る 。  
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（ 景 観 まち づく り 協定 の 登 録 の届 出 ）  

第 26条 の ３  前 条 の 住 民 等 は 、同 条 の 規 定 に よ る 登 録 を

受 け よ う と す る と き は 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、

市 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、

当 該 届 出 に 係 る 協 定 は 、法 そ の 他 関 係 法 令 に 適 合 し て

い る も の で な け れ ば な ら な い 。  

（ 景 観 まち づく り 協定 の 登 録 等）  

第 26条 の ４  市 長 は 、前 条 の 規 定 に よ る 届 出 が あ っ た と

き は 、そ の 内 容 を 審 査 し 、景 観 ま ち づ く り 協 定 と し て

登 録 す る か ど う か を 判 断 す る も の と す る 。  

２  第 16条（ 第 ４ 号 の 規 定 を 除 く 。）の 規 定 は 、前 項 の

規 定 に よ る 判 断 に つ い て 準 用 す る 。こ の 場 合 に お い て 、

同 条 中「 都 市 計 画 提 案 に 係 る 判 断 」と あ る の は「 第 26

条 の ４ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 判 断 」と 、「 都 市 計 画 提 案

に 係 る 都 市 計 画 」 と あ る の は 「 景 観 ま ち づ く り 協 定 」

と 、「 都 市 計 画 提 案 に 係 る 土 地 」と あ る の は「 景 観 ま

ち づ く り 協 定 に 係 る 土 地 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。 

３  市 長 は 、次 項 の 規 定 に よ る 登 録 を し よ う と す る 場 合

に お い て 、必 要 と 認 め る と き は 、ま ち づ く り 委 員 会 の

意 見 を 聴 く こ と が で き る 。  

４  市 長 は 、第 １ 項 の 規 定 に よ る 判 断 を し 、当 該 景 観 ま

ち づ く り 協 定 を 登 録 し 、又 は 登 録 し な い こ と を 決 定 し

た と き は 、そ の 旨 及 び 当 該 判 断 の 内 容 を 当 該 登 録 の 届

出 を し た 住 民 等 に 通 知 す る と と も に 、当 該 判 断 を し た

旨 及 び 当 該 景 観 ま ち づ く り 協 定 の 内 容 を 公 表 す る も

の と す る 。  

（ 景 観 まち づく り 協定 の 変 更 等）  

第 26条 の ５  前 ２ 条 の 規 定 は 、景 観 ま ち づ く り 協 定 の 変

更（ 規 則 で 定 め る 軽 微 な 変 更 を 除 く 。）に つ い て 準 用

す る 。  

２  市 長 は 、第 26条 の ２ の 規 定 に よ る 登 録 を 受 け た 景 観

ま ち づ く り 協 定 に 係 る 届 出 を 行 っ た 住 民 等（ 以 下 こ の

条 に お い て「 住 民 等 」と い う 。）か ら 当 該 登 録 の 取 消

し の 届 出 が あ っ た と き は 、当 該 登 録 を 取 り 消 し 、そ の

旨 を 公 表 す る も の と す る 。  

３  前 項 に 定 め る も の の ほ か 、市 長 は 、住 民 等 の 活 動 が

こ の 条 例 の 目 的 に 反 す る こ と と な っ た と 認 め る と き

は 、第 26条 の ２ の 規 定 に よ る 登 録 を 取 り 消 す こ と が で

き る 。  

４  市 長 は 、前 項 の 規 定 に よ る 取 消 し を す る と き は 、そ

の 旨 を 住 民 等 に 通 知 す る と と も に 、そ の 旨 を 公 表 す る

も の と す る 。  

第 ５ 節  建 築協 定  

（ 建 築 協定 ）  

第 27条  建 築 基 準 法 第 69条 の 規 定 に 基 づ き 、市 の 区 域 内

に お い て 、土 地 の 所 有 者 又 は 建 築 物 の 所 有 を 目 的 と す

る 地 上 権 若 し く は 賃 借 権（ 臨 時 設 備 そ の 他 一 時 使 用 の

た め 設 定 さ れ た こ と が 明 ら か な も の を 除 く 。）を 有 す

る 者 は 、当 該 土 地 に つ い て 一 定 の 区 域 を 定 め 、住 宅 地

と し て の 環 境 又 は 商 店 街 と し て の 利 便 を 高 度 に 維 持

増 進 す る 等 建 築 物 の 利 用 を 増 進 し 、か つ 、土 地 の 環 境

を 改 善 す る た め 、 そ の 区 域 内 に お け る 建 築 物 の 敷 地 、

位 置 、構 造 、用 途 、形 態 、意 匠 又 は 建 築 設 備 に 関 す る

基 準 に つ い て の 協 定（ 以 下 こ の 節 に お い て「 建 築 協 定 」

と い う 。 ） を 締 結 す る こ と が で き る 。  

２  建 築 協 定 の 内 容 は 、建 築 基 準 法 第 ６ 条 第 １ 項 の 建 築

基 準 関 係 規 定 に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。  

３  前 ２ 項 に 定 め る も の の ほ か 、建 築 協 定 に 関 し 必 要 な

事 項 は 、 規 則 で 定 め る 。  

 

 

第 ５ 章  開 発 事 業 等の 調 整 の 仕 組 み  

第 １ 節  建 築 計 画 に関 す る 事 前 調 整  

（ 建 築 計 画 に 関 す る事 前 調 整 ）  

第 28条  建 築 確 認 申 請 を 行 お う と す る 建 築 主 又 は 特 定

事 業 を 行 お う と す る 者 は 、当 該 建 築 確 認 申 請 又 は 特 定

事 業 に 係 る 計 画 に つ い て 、市 長 が 別 に 定 め る 手 続 に よ

り 、あ ら か じ め 、市 長 と ま ち づ く り に 関 す る 調 整（ 以

下 こ の 条 に お い て「 事 前 調 整 」と い う 。）を 行 わ な け

れ ば な ら な い 。  

２  市 長 は 、事 前 調 整 に お い て 、ま ち づ く り 計 画 と 整 合

し た 良 好 な ま ち づ く り を 推 進 す る た め に 必 要 が あ る

と 認 め る と き は 、当 該 事 前 調 整 を 行 う 者 に 対 し 、必 要

な 指 導 及 び 助 言 を 行 う こ と が で き る 。  

 

 

第 ２ 節  大 規 模 土 地取 引 の 届 出 等  

（ 大 規 模 土 地 取 引 行為 の 届 出 ）  

第 29条  市 の 区 域 内 の 土 地 に つ い て 、 面 積 が 3,000平 方

メ ー ト ル 以 上 の 一 団 の 土 地 に 関 す る 所 有 権 、地 上 権 若

し く は 賃 借 権 又 は こ れ ら の 権 利 の 取 得 を 目 的 と す る

権 利（ 以 下 こ の 節 に お い て「 土 地 に 関 す る 権 利 」と い

う 。）を 有 す る 者 は 、当 該 土 地 に 関 す る 権 利 の 移 転 又

は 設 定 （ 対 価 を 得 て 行 わ れ る 移 転 又 は 設 定 に 限 る 。 ）

を 行 う 契 約（ 予 約 を 含 む 。以 下「 大 規 模 土 地 取 引 行 為 」

と い う 。）を 締 結 し よ う と す る 場 合 は 、当 該 大 規 模 土

地 取 引 行 為 を 締 結 し よ う と す る 日 の ３ 月 前 ま で に 、規

則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、そ の 内 容 を 市 長 に 届 け 出 な

け れ ば な ら な い 。た だ し 、市 長 が や む を 得 な い 理 由 が

あ る と 認 め る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

（ 大 規模 土 地 取引 行為 に 係る 土 地の 利 用 に 関 す る 助 言） 

第 30条  市 長 は 、前 条 の 規 定 に よ る 届 出 が あ っ た 場 合 に

お い て 、当 該 届 出 の 内 容 を ま ち づ く り 計 画 の 主 旨 に 照

ら し て 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、当 該 届 出 を 行 っ た

者 に 対 し 、当 該 届 出 が あ っ た 大 規 模 土 地 取 引 行 為 に 係

る 土 地 の 利 用 に つ い て 助 言 を 行 う こ と が で き る 。  

（ 権 利 取 得 者 に よ る届 出 ）  

第 31条  大 規 模 土 地 取 引 行 為 に よ り 土 地 に 関 す る 権 利

の 移 転 又 は 設 定 を 受 け る こ と と な る 者（ 以 下「 権 利 取

得 者 」と い う 。）は 、当 該 大 規 模 土 地 取 引 行 為 を 締 結

し た と き は 、当 該 締 結 し た 日 か ら ２ 週 間 以 内 に 、規 則

で 定 め る と こ ろ に よ り 、そ の 旨 を 市 長 に 届 け 出 な け れ

ば な ら な い 。  

２  市 長 は 、前 項 の 規 定 に よ る 届 出 が あ っ た と き は 、当

該 届 出 を し た 者 に 対 し て 、当 該 届 出 が あ っ た 大 規 模 土

地 取 引 行 為 に 係 る 土 地 に 関 し 必 要 な 情 報 の 提 供 を 行

う も の と す る 。  

（ 権 利 取 得 者 に よ る開 発 事 業 に 関 する 標識 の 設 置 等 ）  
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第 32条  権 利 取 得 者 は 、当 該 大 規 模 土 地 取 引 行 為 に 係 る

土 地 に お い て 開 発 事 業 を 行 お う と す る 場 合 に お い て

は 、前 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 届 出 を 行 っ た 日 か ら １ 週

間 以 内 に 、規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、当 該 大 規 模 土

地 取 引 行 為 に 係 る 土 地 の 区 域 内 に 当 該 開 発 事 業 に 関

す る 事 項 を 表 示 す る 標 識 を 設 置 し な け れ ば な ら な い 。 

２  権 利 取 得 者 は 、前 項 の 規 定 に よ り 標 識 を 設 置 し た と

き は 、当 該 設 置 し た 日 か ら １ 週 間 以 内 に 、規 則 で 定 め

る と こ ろ に よ り 、そ の 旨 を 市 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら

な い 。  

３  市 長 は 、前 項 の 規 定 に よ る 届 出 が あ っ た と き は 、そ

の 旨 を 公 表 す る と と も に 、当 該 届 出 に 係 る 書 類 及 び 前

条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 届 出 に 係 る 書 類 を 公 衆 の 縦 覧

に 供 す る も の と す る 。  

（ 大 規 模 土 地 取 引 行 為 に 係 る 土 地 の 利 用 に 対 す る 意 見

書 の 提 出等 ）  

第 32条 の ２  住 民 等 は 、前 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ る 公 表 が

あ っ た 日 か ら ２ 週 間 以 内 に 、当 該 大 規 模 土 地 取 引 行 為

に 係 る 土 地 の 利 用 に つ い て 、市 長 に 対 し 、意 見 書（ ま

ち づ く り 計 画 に 関 連 す る も の に 限 る 。）を 提 出 す る こ

と が で き る 。  

２  市 長 は 、前 項 の 規 定 に よ る 意 見 書 の 提 出 を 受 け た と

き は 、速 や か に 、当 該 意 見 書 の 写 し を 権 利 取 得 者 に 送

付 す る も の と す る 。  

第 ３ 節  大 規模 開 発事 業 の 手 続  

（ 大 規 模開 発事 業 の手 続 ）  

第 33条  次 の 各 号 の い ず れ か に 掲 げ る 行 為（ 以 下「 大 規

模 開 発 事 業 」と い う 。）を 行 お う と す る 者 は 、第 40条

第 １ 項 の 規 定 に よ る 開 発 基 本 計 画 の 届 出 の 前 に 、こ の

節 及 び 第 ８ 節（ 第 61条 第 １ 項 に 規 定 す る 調 整 会 が 開 催

さ れ る 場 合 に 限 る 。）に 規 定 す る 手 続 を 完 了 し な け れ

ば な ら な い 。  

 (１ ) 面 積 が 3,000平 方 メ ー ト ル 以 上 で あ る 土 地 の 区

域 に お け る 開 発 行 為 、建 築 、自 動 車 駐 車 場（ 車 路 の

部 分 及 び 管 理 室 そ の 他 こ れ に 類 す る 部 分 を 含 む 。以

下 同 じ 。）の 設 置 又 は 墓 地（ 墓 地 、埋 葬 等 に 関 す る

法 律（ 昭 和 23年 法 律 第 48号 ）第 ２ 条 第 ５ 項 の 墓 地 を

い う 。以 下 同 じ 。）の 設 置（ 寺 院 、教 会 等 礼 拝 の 施

設 の 敷 地 内 に お け る 設 置 及 び 墓 地 の 区 域 の 変 更 に

よ る 設 置 を 除 く 。 以 下 「 墓 地 の 設 置 」 と い う 。 ）  

 (２ ) 延 べ 面 積 が 3,000平 方 メ ー ト ル を 超 え 、か つ 、高

さ が 15メ ー ト ル を 超 え る 建 築 物 の 建 築  

 (３ ) 集 客 施 設 で あ っ て 、当 該 集 客 施 設 の 用 途 に 供 す

る 部 分（ 自 動 車 駐 車 場 及 び 自 転 車 駐 車 場（ 原 動 機 付

自 転 車 の 駐 車 の 用 に 供 す る 部 分 を 含 む 。以 下 同 じ 。）

の 用 途 に 供 す る 部 分 を 除 く 。 ） の 床 面 積 の 合 計 が

1,000平 方 メ ー ト ル 以 上 で あ る も の の 建 築  

 (４ ) 既 存 の 建 築 物 の 用 途 の 変 更 で あ っ て 、当 該 用 途

の 変 更 を す る 部 分 が 前 号 に 規 定 す る 建 築 物 と な る

も の（ 規 則 で 定 め る 類 似 す る 用 途 に 変 更 す る も の を

除 く 。 ）  

 (５ ) 既 存 の 建 築 物 の 増 築 で あ っ て 、当 該 増 築 を す る

部 分 が 第 ２ 号 又 は 第 ３ 号 に 規 定 す る 建 築 物 と な る

も の  

 (６ ) 既 存 の 自 動 車 駐 車 場 の 増 築 又 は 増 設 で あ っ て 、

当 該 増 築 又 は 増 設 を す る 部 分 が 第 １ 号 に 規 定 す る

自 動 車 駐 車 場 と な る も の  

（ 大 規 模 開 発 基 本 構想 の 届 出 等 ）  

第 34条  大 規 模 開 発 事 業 を 行 お う と す る 者 は 、規 則 で 定

め る と こ ろ に よ り 、当 該 大 規 模 開 発 事 業 に 係 る 土 地 の

利 用 に 関 す る 事 項（ 以 下「 大 規 模 開 発 基 本 構 想 」と い

う 。）を 市 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。こ の 場 合 に

お い て 、権 利 取 得 者 が 大 規 模 開 発 事 業 を 行 お う と す る

と き は 、第 32条 の ２ の 規 定 に よ る 意 見 書 の 写 し を 受 理

し た 後 で な け れ ば 、 届 出 を す る こ と が で き な い 。  

２  市 長 は 、前 項 の 規 定 に よ る 大 規 模 開 発 基 本 構 想 の 届

出 が あ っ た と き は 、そ の 旨 を 公 表 す る と と も に 、当 該

大 規 模 開 発 基 本 構 想 を 公 衆 の 縦 覧 に 供 す る も の と す

る 。  

（ 大 規 模 開 発 基 本 構想 に 係 る 標 識 の設 置等 ）  

第 35条  大 規 模 開 発 事 業 を 行 お う と す る 者 は 、前 条 第 １

項 の 規 定 に よ る 届 出 を 行 っ た 日 か ら １ 週 間 以 内 に 、規

則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、当 該 大 規 模 開 発 事 業 に 係 る

土 地 の 区 域 内 に 当 該 大 規 模 開 発 基 本 構 想 に 関 す る 事

項 を 表 示 す る 標 識 を 設 置 し な け れ ば な ら な い 。  

２  大 規 模 開 発 事 業 を 行 お う と す る 者 は 、前 項 の 規 定 に

よ り 標 識 を 設 置 し た と き は 、当 該 設 置 し た 日 か ら １ 週

間 以 内 に 、規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、そ の 旨 を 市 長

に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

（ 大 規 模 開 発 基 本 構想 に 係 る 事 前 協議 ）  

第 35条 の ２  大 規 模 開 発 事 業 を 行 お う と す る 者 は 、規 則

で 定 め る と こ ろ に よ り 、当 該 大 規 模 開 発 基 本 構 想 の う

ち 景 観 に 関 す る 事 項 に つ い て 、別 表 第 ２  13の 部 に 定

め る 基 準 に 従 う よ う 、あ ら か じ め 、市 長 と 当 該 事 項 に

関 す る 協 議（ 以 下 こ の 条 に お い て「 事 前 協 議 」と い う 。）

を し な け れ ば な ら な い 。  

２  市 長 は 、事 前 協 議 に 際 し 、前 項 の 事 項 に つ い て 景 観

専 門 委 員 の 意 見 を 聴 く た め の 会 議（ 以 下 こ の 条 に お い

て「 景 観 検 討 会 議 」と い う 。）を 開 催 し な け れ ば な ら

な い 。た だ し 、特 に 必 要 が な い と 認 め る と き は 、こ の

限 り で な い 。  

３  市 長 は 、必 要 と 認 め る と き は 、景 観 検 討 会 議 に 大 規

模 開 発 事 業 を 行 お う と す る 者 の 出 席 を 求 め 、説 明 又 は

意 見 を 聴 く こ と が で き る 。  

４  市 長 は 、事 前 協 議 が 終 了 し た と き は 、当 該 事 前 協 議

の 結 果 を 当 該 事 前 協 議 を し た 者 に 通 知 す る と と も に 、

当 該 事 前 協 議 が 終 了 し た 旨 を 公 表 し 、当 該 事 前 協 議 の

結 果 の 概 要 を 記 載 し た 書 面 を 公 衆 の 縦 覧 に 供 す る も

の と す る 。  

（ 大 規 模 開 発 基 本 構想 に 関 す る 説 明会 の開 催 等 ）  

第 36条  大 規 模 開 発 事 業 を 行 お う と す る 者 は 、第 35条 第

１ 項 の 規 定 に よ り 標 識 を 設 置 し 、及 び 前 条 第 ４ 項 の 規

定 に よ る 通 知 を 受 け た 後 、近 隣 関 係 住 民 を 対 象 と す る

当 該 大 規 模 開 発 基 本 構 想 に 関 す る 説 明 会 を 開 催 し 、こ

れ を 周 知 し な け れ ば な ら な い 。  

２  大 規 模 開 発 事 業 を 行 お う と す る 者 は 、前 項 の 規 定 に

よ り 説 明 会 を 開 催 し よ う と す る と き は 、当 該 開 催 し よ

う と す る 日 の １ 週 間 前 ま で に 、規 則 で 定 め る と こ ろ に
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よ り 、近 隣 関 係 住 民 及 び 市 長 に 対 し 、そ の 旨 を 通 知 し

な け れ ば な ら な い 。  

３  大 規 模 開 発 事 業 を 行 お う と す る 者 は 、第 １ 項 の 規 定

に よ り 説 明 会 を 開 催 し た と き は 、当 該 開 催 し た 日 か ら

１ 週 間 以 内 に 、規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、当 該 説 明

会 の 内 容 を 市 長 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。  

４  市 長 は 、前 項 の 規 定 に よ る 報 告 を 受 け た と き は 、当

該 報 告 を 受 け た 日 か ら １ 週 間 以 内 に 、そ の 旨 を 公 表 す

る と と も に 、当 該 報 告 に 係 る 書 類 を 公 衆 の 縦 覧 に 供 す

る も の と す る 。  

（ 大 規 模開 発基 本 構想 に 対 す る意 見 書 の 提 出 等 ）  

第 37条  近 隣 関 係 住 民 は 、前 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 説 明

会 が 開 催 さ れ た 日 か ら ２ 週 間 以 内 に 、当 該 大 規 模 開 発

基 本 構 想 に つ い て 、当 該 大 規 模 開 発 事 業 を 行 お う と す

る 者 に 対 し 意 見 書 を 提 出 す る こ と が で き る 。  

２  大 規 模 開 発 事 業 を 行 お う と す る 者 は 、前 項 の 規 定 に

よ る 意 見 書 の 提 出 を 受 け た と き は 、速 や か に 、当 該 意

見 書 の 写 し を 市 長 に 送 付 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 大 規 模開 発基 本 構想 に 対 す る市 長 の 意 見 の 提 示 ）  

第 38条  市 長 は 、第 34条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 大 規 模 開 発

基 本 構 想 の 届 出 が あ っ た 場 合 に お い て 、当 該 大 規 模 開

発 基 本 構 想 を ま ち づ く り 計 画 並 び に 第 ５ 節 及 び 第 ６

節 に 規 定 す る 基 準 に 照 ら し て 必 要 が あ る と 認 め る と

き は 、当 該 届 出 の 日 か ら 第 36条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 説

明 会 が 開 催 さ れ た 日 か ら ２ 週 間 を 経 過 す る 日 ま で に 、

当 該 大 規 模 開 発 事 業 を 行 お う と す る 者 に 対 し 、当 該 大

規 模 開 発 基 本 構 想 に 対 す る 市 長 の 意 見 を 書 面 で 提 示

す る こ と が で き る 。  

２  市 長 は 、前 項 の 規 定 に よ る 意 見 の 提 示 を し た と き は 、

そ の 旨 を 公 表 す る と と も に 、当 該 意 見 の 提 示 に 係 る 書

類 を 公 衆 の 縦 覧 に 供 す る も の と す る 。  

（ 大 規 模 開 発 基 本 構 想 に 対 す る 意 見 に 対 す る 見 解 書 の

提 出 等 ）  

第 39条  大 規 模 開 発 事 業 を 行 お う と す る 者 は 、第 37条 第

１ 項 の 規 定 に よ る 意 見 書 の 提 出 又 は 前 条 第 １ 項 の 規

定 に よ る 市 長 の 意 見 の 提 示 を 受 け た と き は 、そ れ ぞ れ

当 該 意 見 書 の 提 出 を し た 近 隣 関 係 住 民 又 は 市 長 に 対

し 、こ れ ら の 意 見 に 対 す る 見 解 書 を 提 出 し な け れ ば な

ら な い 。  

２  大 規 模 開 発 事 業 を 行 お う と す る 者 は 、前 項 の 規 定 に

よ り 近 隣 関 係 住 民 に 対 し 見 解 書 を 提 出 し た と き は 、速

や か に 、当 該 見 解 書 の 写 し を 市 長 に 送 付 し な け れ ば な

ら な い 。  

３  市 長 は 、第 １ 項 の 規 定 に よ る 市 長 の 意 見 に 対 す る 見

解 書 の 提 出 又 は 前 項 の 規 定 に よ る 近 隣 関 係 住 民 の 意

見 書 に 対 す る 見 解 書 の 写 し の 送 付 を 受 け た と き は 、そ

の 旨 を 公 表 す る と と も に 、当 該 市 長 の 意 見 に 対 す る 見

解 書 又 は 当 該 近 隣 関 係 住 民 の 意 見 書 に 対 す る 見 解 書

の 写 し を 公 衆 の 縦 覧 に 供 す る も の と す る 。  

第 ４ 節  開 発事 業 の手 続  

（ 開 発 基本 計画 の 届出 等 ）  

第 40条  次 の 各 号 の い ず れ か に 掲 げ る 行 為（ 以 下「 一 般

開 発 事 業 」と い う 。）又 は 大 規 模 開 発 事 業 を 行 お う と

す る 者 は 、規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、当 該 開 発 事 業

に 係 る 土 地 の 利 用 に 関 す る 事 項（ 以 下「 開 発 基 本 計 画 」

と い う 。 ） を 市 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

 (１ ) 面 積 が 3,000平 方 メ ー ト ル 未 満 で あ る 土 地 の 区

域 に お け る 開 発 行 為  

 (２ )  面 積 が 500平 方 メ ー ト ル 以 上 3,0 00平 方 メ ー ト

ル 未 満 で あ る 土 地 の 区 域 に お け る 自 動 車 駐 車 場 の

建 築 又 は 設 置  

 (３ ) 面 積 が 3,000平 方 メ ー ト ル 未 満 で あ る 土 地 の 区

域 に お け る 中 高 層 建 築 物 の 建 築（ 第 33条 第 ２ 号 に 掲

げ る 建 築 を 除 く 。 ）  

 (４ ) 面 積 が 3,000平 方 メ ー ト ル 未 満 で あ る 土 地 の 区

域 に お け る 特 定 集 合 住 宅 等 の 建 築  

 (５ ) 面 積 が 3,000平 方 メ ー ト ル 未 満 で あ る 土 地 の 区

域 に お け る 集 客 施 設 で あ っ て 、当 該 集 客 施 設 の 用 途

に 供 す る 部 分（ 自 動 車 駐 車 場 及 び 自 転 車 駐 車 場 の 用

途 に 供 す る 部 分 を 除 く 。）の 床 面 積 の 合 計 が 500平 方

メ ー ト ル 以 上 1,000平 方 メ ー ト ル 未 満 で あ る も の の

建 築  

 (６ )  面 積 が 300平 方 メ ー ト ル 以 上 3,0 00平 方 メ ー ト

ル 未 満 で あ る 土 地 の 区 域 に お け る 墓 地 の 設 置  

 (７ ) 既 存 の 建 築 物 の 用 途 の 変 更 で あ っ て 、当 該 用 途

の 変 更 を す る 部 分 が 床 面 積 の 合 計 が 500平 方 メ ー ト

ル 以 上 1,00 0平 方 メ ー ト ル 未 満 の 集 客 施 設 の 用 途 に

供 す る 部 分（ 自 動 車 駐 車 場 及 び 自 転 車 駐 車 場 の 用 途

に 供 す る 部 分 を 除 く 。）と な る も の（ 規 則 で 定 め る

類 似 す る 用 途 に 変 更 す る も の を 除 く 。 ）  

 （ ８ ） 既 存 の 自 動 車 駐 車 場 の 増 築 若 し く は 増 設 で あ

っ て 、当 該 増 築 若 し く は 増 設 を す る 部 分 が 第 ２ 号 に

規 定 す る 自 動 車 駐 車 場 と な る も の 又 は 既 存 の 建 築

物 の 増 築 で あ っ て 、当 該 増 築 を す る 部 分 が ア か ら ウ

ま で に 規 定 す る 建 築 物 と な る も の  

  ア  中 高 層 建 築 物（ 第 33条 第 ２ 号 に 掲 げ る 建 築 物 を

除 く 。 ）  

  イ  特 定 集 合 住 宅 等  

  ウ  集 客 施 設 で あ っ て 、当 該 集 客 施 設 の 用 途 に 供 す

る 部 分（ 自 動 車 駐 車 場 及 び 自 転 車 駐 車 場 の 用 途 に

供 す る 部 分 を 除 く 。）の 床 面 積 の 合 計 が 500平 方 メ

ー ト ル 以 上 1,0 00平 方 メ ー ト ル 未 満 で あ る も の  

２  市 長 は 、第 １ 項 の 規 定 に よ る 開 発 基 本 計 画 の 届 出 が

あ っ た と き は 、そ の 旨 を 公 表 す る と と も に 、当 該 開 発

基 本 計 画 を 公 衆 の 縦 覧 に 供 す る も の と す る 。  

３  第 １ 項 の 規 定 に よ る 開 発 基 本 計 画 の 届 出 は 、規 則 で

定 め る 手 続（ ２ 以 上 の 手 続 を 行 う 場 合 は 、最 初 の 手 続 。

以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。）を 行 う 日 の 60日 前 ま で に

行 わ な け れ ば な ら な い 。た だ し 、当 該 規 則 で 定 め る 手

続 を 必 要 と し な い 開 発 事 業 に つ い て は 、当 該 開 発 事 業

に 関 す る 工 事 に 着 手 す る 日 の 60日 前 ま で に 行 わ な け

れ ば な ら な い 。  

４  市 長 は 、第 １ 項 の 規 定 に よ る 開 発 基 本 計 画 の 届 出 が

あ っ た と き は 、当 該 開 発 事 業 を 行 お う と す る 者 に 対 し

て 、当 該 開 発 基 本 計 画 の 内 容 に 関 し 必 要 な 情 報 の 提 供

を 行 う も の と す る 。  

（ 開 発 基 本 計 画 の 変更 の 届 出 等 ）  

第 40条 の ２  開 発 事 業 を 行 お う と す る 者 は 、前 条 の 規 定
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に よ る 届 出 後 第 46条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 協 議 の 申 請

ま で の 間 に 、当 該 開 発 基 本 計 画 の 変 更 を し よ う と す る

と き は 、規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、遅 滞 な く 、そ の

旨 を 市 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

２  前 項 の 規 定 に よ る 変 更 の 届 出（ 規 則 で 定 め る 軽 微 な

変 更 の 届 出 を 除 く 。）を し た 開 発 事 業 を 行 お う と す る

者 は 、近 隣 関 係 住 民 を 対 象 と す る 説 明 会 を 行 う こ と そ

の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 措 置 を と ら な け れ ば な ら な

い 。  

（ 開 発 基本 計画 に 係る 標 識 の 設置 等 ）  

第 41条  開 発 事 業 を 行 お う と す る 者 は 、第 40条 第 １ 項 の

規 定 に よ る 届 出 を 行 っ た 日 か ら １ 週 間 以 内 に 、規 則 で

定 め る と こ ろ に よ り 、当 該 開 発 基 本 計 画 に 係 る 土 地 の

区 域 内 に 当 該 開 発 基 本 計 画 に 関 す る 事 項 を 表 示 す る

標 識 を 設 置 し な け れ ば な ら な い 。  

２  開 発 事 業 を 行 お う と す る 者 は 、前 項 の 規 定 に よ り 標

識 を 設 置 し た と き は 、当 該 設 置 し た 日 か ら １ 週 間 以 内

に 、規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、そ の 旨 を 市 長 に 届 け

出 な け れ ば な ら な い 。  

３  開 発 事 業 を 行 お う と す る 者 は 、第 １ 項 の 標 識 に 表 示

し た 事 項 に 変 更 が 生 じ た と き は 、当 該 標 識 の 表 示 を 変

更 す る と と も に 、当 該 表 示 を 変 更 し た 日 か ら １ 週 間 以

内 に 、規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、そ の 旨 を 市 長 に 届

け 出 な け れ ば な ら な い 。  

（ 開 発 基本 計画 に 係る 事 前 協 議）  

第 41条 の ２  開 発 事 業 を 行 お う と す る 者 は 、規 則 で 定 め

る と こ ろ に よ り 、当 該 開 発 基 本 計 画 の う ち 景 観 に 関 す

る 事 項 に つ い て 、別 表 第 ２  13の 部 に 定 め る 基 準 に 従

う よ う 、あ ら か じ め 、市 長 と 当 該 事 項 に 関 す る 協 議（ 以

下 こ の 条 に お い て「 事 前 協 議 」と い う 。）を し な け れ

ば な ら な い 。  

２  市 長 は 、事 前 協 議 に 際 し 、前 項 の 事 項 に つ い て 景 観

専 門 委 員 の 意 見 を 聴 く た め の 会 議（ 以 下 こ の 条 に お い

て「 景 観 検 討 会 議 」と い う 。）を 開 催 し な け れ ば な ら

な い 。た だ し 、特 に 必 要 が な い と 認 め る と き は 、こ の

限 り で な い 。  

３  市 長 は 、必 要 と 認 め る と き は 、景 観 検 討 会 議 に 開 発

事 業 を 行 お う と す る 者 の 出 席 を 求 め 、説 明 又 は 意 見 を

聴 く こ と が で き る 。  

４  市 長 は 、事 前 協 議 が 終 了 し た と き は 、当 該 事 前 協 議

の 結 果 を 当 該 事 前 協 議 を し た 者 に 通 知 す る と と も に 、

当 該 事 前 協 議 が 終 了 し た 旨 を 公 表 し 、当 該 事 前 協 議 の

結 果 の 概 要 を 記 載 し た 書 面 を 公 衆 の 縦 覧 に 供 す る も

の と す る 。  

（ 開 発 基本 計画 に 関す る 説 明 会の 開 催 等 ）  

第 42条  開 発 事 業 を 行 お う と す る 者 は 、第 41条 第 １ 項 の

規 定 に よ り 標 識 を 設 置 し 、及 び 前 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ

る 通 知 を 受 け た 後 、近 隣 関 係 住 民 を 対 象 と す る 当 該 開

発 基 本 計 画 に 関 す る 説 明 会（ 一 般 開 発 事 業 の う ち 規 則

で 定 め る も の に あ っ て は 、説 明 会 又 は 個 別 の 説 明 。以

下 こ の 節 に お い て 同 じ 。 ） を 行 わ な け れ ば な ら な い 。 

２  開 発 事 業 を 行 お う と す る 者 は 、前 項 の 規 定 に よ り 説

明 会 を 行 お う と す る と き は 、当 該 行 お う と す る 日 の １

週 間 前 ま で に 、規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、近 隣 関 係

住 民 及 び 市 長 に 対 し 、そ の 旨 を 通 知 し な け れ ば な ら な

い 。  

３  開 発 事 業 を 行 お う と す る 者 及 び 近 隣 関 係 住 民 は 、第

１ 項 の 説 明 会 そ の 他 開 発 事 業 に 関 す る 協 議 を 行 う 場

合 に お い て は 、そ れ ぞ れ の 立 場 を 尊 重 し 、誠 実 に 協 議

を 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

４  開 発 事 業 を 行 お う と す る 者 は 、第 １ 項 の 規 定 に よ り

説 明 会 を 行 っ た と き は 、当 該 行 っ た 日 か ら １ 週 間 以 内

に 、規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、当 該 説 明 会 の 内 容 を

市 長 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。  

５  市 長 は 、前 項 の 規 定 に よ る 報 告 を 受 け た と き は 、当

該 報 告 を 受 け た 日 か ら １ 週 間 以 内 に 、そ の 旨 を 公 表 す

る と と も に 、当 該 報 告 に 係 る 書 類 を 公 衆 の 縦 覧 に 供 す

る も の と す る 。  

（ 開 発 基 本 計 画 に 対す る 意 見 書 の 提出 等）  

第 43条  近 隣 関 係 住 民 は 、前 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 説 明

会 が 行 わ れ た 日 か ら ２ 週 間 以 内 に 、当 該 開 発 基 本 計 画

に つ い て 、当 該 開 発 事 業 を 行 お う と す る 者 に 対 し 意 見

書 を 提 出 す る こ と が で き る 。  

２  開 発 事 業 を 行 お う と す る 者 は 、前 項 の 規 定 に よ る 意

見 書 の 提 出 を 受 け た と き は 、速 や か に 、当 該 意 見 書 の

写 し を 市 長 に 送 付 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 開 発 基 本 計 画 に 対す る 市 長 の 意 見の 提示 ）  

第 44条  市 長 は 、第 40条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 開 発 基 本 計

画 の 届 出 が あ っ た 場 合 に お い て 、当 該 開 発 基 本 計 画 を

ま ち づ く り 計 画 並 び に 第 ５ 節 及 び 第 ６ 節 に 規 定 す る

基 準 に 照 ら し て 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、当 該 届 出

の 日 か ら 第 42条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 説 明 会 が 行 わ れ

た 日 か ら ２ 週 間 を 経 過 す る 日 ま で に 、当 該 開 発 事 業 を

行 お う と す る 者 に 対 し 、当 該 開 発 基 本 計 画 に 対 す る 市

長 の 意 見 を 書 面 で 提 示 す る こ と が で き る 。  

２  市 長 は 、前 項 の 規 定 に よ る 意 見 の 提 示 を し た と き は 、

そ の 旨 を 公 表 す る と と も に 、当 該 意 見 の 提 示 に 係 る 書

類 を 公 衆 の 縦 覧 に 供 す る も の と す る 。  

（ 開 発基 本 計 画に 対す る 意見 に 対す る 見 解 書 の 提 出 等） 

第 45条  開 発 事 業 を 行 お う と す る 者 は 、第 43条 第 １ 項 の

規 定 に よ る 意 見 書 の 提 出 又 は 前 条 第 １ 項 の 規 定 に よ

る 市 長 の 意 見 の 提 示 を 受 け た と き は 、そ れ ぞ れ 当 該 意

見 書 の 提 出 を し た 近 隣 関 係 住 民 又 は 市 長 に 対 し 、こ れ

ら の 意 見 に 対 す る 見 解 書 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

２  開 発 事 業 を 行 お う と す る 者 は 、前 項 の 規 定 に よ り 近

隣 関 係 住 民 に 対 し 見 解 書 を 提 出 し た と き は 、速 や か に 、

当 該 見 解 書 の 写 し を 市 長 に 送 付 し な け れ ば な ら な い 。 

３  市 長 は 、第 １ 項 の 規 定 に よ る 市 長 の 意 見 に 対 す る 見

解 書 の 提 出 又 は 前 項 の 規 定 に よ る 近 隣 関 係 住 民 の 意

見 書 に 対 す る 見 解 書 の 写 し の 送 付 を 受 け た と き は 、そ

の 旨 を 公 表 す る と と も に 、当 該 市 長 の 意 見 に 対 す る 見

解 書 又 は 当 該 近 隣 関 係 住 民 の 意 見 書 に 対 す る 見 解 書

の 写 し を 公 衆 の 縦 覧 に 供 す る も の と す る 。  

（ 開 発 事 業 に 係 る 協議 ）  

第 46条  開 発 事 業 を 行 お う と す る 者 は 、規 則 で 定 め る と

こ ろ に よ り 、当 該 開 発 事 業 に 関 し 、市 長 に 協 議 し な け

れ ば な ら な い 。  

２  前 項 の 規 定 に よ る 協 議 を し よ う と す る 者 は 、規 則 で
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定 め る と こ ろ に よ り 、市 長 に 申 請 し な け れ ば な ら な い 。 

３  前 項 の 規 定 に よ る 申 請 は 、次 の 各 号 に 掲 げ る 日 の い

ず れ か 遅 い 日 以 後 に 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

 (１ )  第 42条 第 １ 項 の 説 明 会 が 行 わ れ た 日 の 翌 日 か

ら 起 算 し て ２ 週 間 を 経 過 し た 日  

 (２ )  前 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ る 公 表 が 行 わ れ た 日 の

翌 日 か ら 起 算 し て ２ 週 間 を 経 過 し た 日  

 (３ ) 第 63条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 公 表 が 行 わ れ た 日  

４  市 長 は 、 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 申 請 が あ っ た と き は 、

そ の 旨 を 公 表 す る と と も に 、当 該 申 請 に 係 る 書 類 を 公

衆 の 縦 覧 に 供 す る も の と す る 。  

（ 開 発 事業 に係 る 協議 の 終 了 の通 知 等 ）  

第 47条  市 長 は 、前 条 第 １ 項（ 第 49条 第 ２ 項 に お い て 準

用 す る 場 合 を 含 む 。）の 規 定 に よ る 協 議 が 終 了 し た と

き は 、当 該 協 議 の 結 果 を 当 該 協 議 を し た 者 に 通 知 す る

と と も に 、自 己 の 居 住 の 用 に 供 す る 住 宅（ 共 同 住 宅 及

び 長 屋 並 び に 老 人 ホ ー ム 等 及 び 寄 宿 舎 を 除 く 。 以 下

「 一 戸 建 て の 住 宅 」と い う 。）の 建 築 又 は 増 築 を 目 的

と す る 開 発 事 業 に あ っ て は 当 該 協 議 が 終 了 し た 旨 を 、

一 戸 建 て の 住 宅 の 建 築 又 は 増 築 を 目 的 と す る 開 発 事

業 以 外 の 開 発 事 業 に あ っ て は 当 該 協 議 が 終 了 し た 旨

及 び 当 該 協 議 の 結 果 の う ち 景 観 に 関 す る 事 項 の 概 要

を 公 表 し 、当 該 協 議 の 結 果 の 概 要 を 記 載 し た 書 面 を 公

衆 の 縦 覧 に 供 す る も の と す る 。  

（ 開 発 事業 に係 る 協定 の 締 結 ）  

第 48条  市 長 及 び 開 発 事 業 を 行 お う と す る 者 は 、第 46条

第 １ 項 （ 次 条 第 ２ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ）

の 規 定 に よ る 協 議 が 終 了 し た と き は 、次 に 掲 げ る 事 項

に つ い て 協 定 を 締 結 し な け れ ば な ら な い 。  

 (１ )  別 表 第 １ に 定 め る 公 共 施 設 等 の 整 備 に 関 す る

事 項  

 (２ ) 前 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、市 長 が 必 要 と 認 め る

事 項  

（ 開 発 事業 の計 画 の変 更 等 の 届出 等 ）  

第 49条  開 発 事 業 者 は 、第 46条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 申 請

後 に 、 開 発 事 業 の 計 画 の 変 更 を し よ う と す る と き は 、

規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、遅 滞 な く 、そ の 旨 を 市 長

に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

２  開 発 事 業 者 が 第 47条 の 規 定 に よ る 通 知 を 受 け た 後

に 当 該 通 知 に 係 る 開 発 事 業 の 計 画 の 変 更（ 規 則 で 定 め

る 軽 微 な 変 更 を 除 く 。）を し よ う と す る 場 合 に お い て

は 、第 46条（ 同 条 第 ３ 項 を 除 く 。）の 規 定 を 準 用 す る 。

こ の 場 合 に お い て 、同 条 第 １ 項 中「 開 発 事 業 」と あ る

は「 第 47条 の 規 定 に よ る 通 知 に 係 る 開 発 事 業 の 計 画 の

変 更 」と 、同 条 第 ２ 項 中「 前 項 」と あ る の は「 第 49条

第 ２ 項 に お い て 準 用 す る 第 46条 第 １ 項 」と 、同 条 第 ４

項 中「 第 ２ 項 」と あ る の は「 第 49条 第 ２ 項 に お い て 準

用 す る 第 46条 第 ２ 項 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。  

３  前 ２ 項 の 変 更（ 第 １ 項 の 変 更 に あ っ て は 、規 則 で 定

め る 軽 微 な も の を 除 く 。）を し よ う と す る 場 合 に お い

て 、市 長 が 必 要 と 認 め る と き は 、開 発 事 業 者 は 、近 隣

関 係 住 民 を 対 象 と す る 説 明 会 を 行 う こ と そ の 他 市 長

が 必 要 と 認 め る 措 置 を と ら な け れ ば な ら な い 。  

４  開 発 事 業 を 行 お う と す る 者 は 、第 46条 第 ２ 項（ 第 ２

項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。）の 規 定 に よ る 申 請

後 第 47条 の 規 定 に よ る 通 知 を 受 け る ま で の 間 に 当 該

申 請 を 取 り 下 げ 、又 は 当 該 通 知 を 受 け た 後 開 発 事 業 に

関 す る 工 事 に 着 手 す る ま で の 間 に 当 該 開 発 事 業 の 計

画 を 取 り 止 め よ う と す る と き は 、規 則 で 定 め る と こ ろ

に よ り 、遅 滞 な く 、そ の 旨 を 市 長 に 届 け 出 な け れ ば な

ら な い 。  

５  市 長 は 、前 項 の 規 定 に よ る 届 出 が あ っ た と き は 、そ

の 旨 を 公 表 す る も の と す る 。  

（ 書 類 の 縦 覧 期 間 ）  

第 49条 の ２  第 32条 第 ３ 項 、第 34条 第 ２ 項 、第 35条 の ２

第 ４ 項 、第 36条 第 ４ 項 、第 38条 第 ２ 項 、第 39条 第 ３ 項 、

第 40条 第 ２ 項 、第 41条 の ２ 第 ４ 項 、第 42条 第 ５ 項 、第

44条 第 ２ 項 、第 45条 第 ３ 項 、第 46条 第 ４ 項（ 前 条 第 ２

項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。）、第 47条 、第 61条

第 ４ 項 、第 63条 第 ２ 項 又 は 第 64条 第 ３ 項 の 規 定 に よ る

縦 覧 の 期 間 は 、第 59条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 通 知 を し た

日（ 前 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ る 届 出 又 は 第 58条 第 ３ 項 の

規 定 に よ る 届 出（ 工 事 の 中 止 に 係 る も の に 限 る 。）が

あ っ た と き は 、こ れ ら の 届 出 の あ っ た 日 ）か ら 起 算 し

て １ 年 を 経 過 す る 日 ま で と す る 。  

（ 適 用 除 外 ）  

第 50条  次 の 各 号 に 掲 げ る 開 発 事 業 に つ い て は 、そ れ ぞ

れ 当 該 各 号 に 掲 げ る 規 定 は 、 適 用 し な い 。  

 (１ ) 中 高 層 建 築 物 の う ち 、第 一 種 低 層 住 居 専 用 地 域

内 及 び 第 二 種 低 層 住 居 専 用 地 域 内 に お け る 軒 の 高

さ が ７ メ ー ト ル を 超 え る 建 築 物 又 は 地 階 を 除 く 階

数 が ３ 以 上 で あ る 建 築 物 で あ っ て 、自 己 の 居 住 の 用

に 供 す る も の（ 共 同 住 宅 及 び 長 屋 並 び に 老 人 ホ ー ム

等 及 び 寄 宿 舎 を 除 く 。）の 建 築 又 は 増 築  第 43条 か

ら 第 45条 ま で の 規 定  

 (２ ) 特 定 集 合 住 宅 等 の う ち 、人 の 居 住 の 用 に 供 す る

独 立 部 分 が 30戸（ 老 人 ホ ー ム 等 及 び 寄 宿 舎 に あ っ て

は 、30室 ）未 満 で あ る も の の 建 築 又 は 増 築  第 43条

か ら 第 45条 ま で の 規 定  

 (３ ) 開 発 行 為 の う ち 、道 路 の 廃 止 又 は 土 地 の 質 の 変

更 の み を 目 的 と す る も の  第 35条 の ２ か ら 第 39条

ま で 及 び 第 41条 の ２ か ら 第 45条 ま で の 規 定  

第 ４ 節 の ２  特 定 事業 の 手 続  

（ 特 定 事 業 に 係 る 協議 ）  

第 50条 の ２  特 定 事 業 を 行 お う と す る 者 は 、当 該 特 定 事

業 に 関 し 、 市 長 に 協 議 し な け れ ば な ら な い 。  

２  前 項 の 規 定 に よ る 協 議 を し よ う と す る 者 は 、規 則 で

定 め る と こ ろ に よ り 、市 長 に 申 請 し な け れ ば な ら な い 。 

３  前 項 の 規 定 に よ る 申 請 は 、規 則 で 定 め る 手 続（ ２ 以

上 の 手 続 を 行 う 場 合 は 、最 初 の 手 続 ）を 行 う 日 の 30日

前 ま で に 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

４  市 長 は 、必 要 と 認 め る と き は 、第 １ 項 の 規 定 に よ る

協 議 に 際 し 、当 該 特 定 事 業 の う ち 景 観 に 関 す る 事 項 に

つ い て 景 観 専 門 委 員 の 意 見 を 聴 く た め の 会 議（ 以 下 こ

の 条 に お い て「 景 観 検 討 会 議 」と い う 。）を 開 催 す る

こ と が で き る 。  

５  市 長 は 、必 要 と 認 め る と き は 、景 観 検 討 会 議 に 特 定

事 業 を 行 お う と す る 者 の 出 席 を 求 め 、説 明 又 は 意 見 を
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聴 く こ と が で き る 。  

６  市 長 は 、 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 申 請 が あ っ た と き は 、

そ の 旨 を 公 表 す る と と も に 、当 該 申 請 に 係 る 書 類 を 公

衆 の 縦 覧 に 供 す る も の と す る 。  

（ 特 定 事業 に係 る 協議 の 終 了 の通 知 等 ）  

第 50条 の ３  市 長 は 、前 条 第 １ 項（ 次 条 第 ２ 項 に お い て

準 用 す る 場 合 を 含 む 。）の 規 定 に よ る 協 議 が 終 了 し た

と き は 、当 該 協 議 の 結 果 を 当 該 協 議 を し た 者 に 通 知 す

る と と も に 、一 戸 建 て の 住 宅 の 建 築 又 は 増 築 を 目 的 と

す る 特 定 事 業 に あ っ て は 当 該 協 議 が 終 了 し た 旨 を 、一

戸 建 て の 住 宅 の 建 築 又 は 増 築 を 目 的 と す る 特 定 事 業

以 外 の 特 定 事 業 に あ っ て は 当 該 協 議 が 終 了 し た 旨 及

び 当 該 協 議 の 結 果 の 概 要 を 公 表 し 、当 該 協 議 の 結 果 の

概 要 を 記 載 し た 書 面 を 公 衆 の 縦 覧 に 供 す る も の と す

る 。  

（ 特 定 事業 の計 画 の変 更 等 の 届出 等 ）  

第 50条 の ４  特 定 事 業 者 は 、第 50条 の ２ 第 ２ 項 の 規 定 に

よ る 申 請 後 に 、特 定 事 業 の 計 画 の 変 更 を し よ う と す る

と き は 、規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、遅 滞 な く 、そ の

旨 を 市 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

２  特 定 事 業 者 が 前 条 の 規 定 に よ る 通 知 を 受 け た 後 に

当 該 通 知 に 係 る 特 定 事 業 の 計 画 の 変 更（ 規 則 で 定 め る

軽 微 な 変 更 を 除 く 。）を し よ う と す る 場 合 に お い て は 、

第 50条 の ２（ 第 ３ 項 を 除 く 。）の 規 定 を 準 用 す る 。こ

の 場 合 に お い て 、同 条 第 １ 項 中「 特 定 事 業 」と あ る の

は「 第 50条 の ３ の 規 定 に よ る 通 知 に 係 る 特 定 事 業 の 計

画 の 変 更 」と 、同 条 第 ２ 項 中「 前 項 」と あ る の は「 第

50条 の ４ 第 ２ 項 に お い て 準 用 す る 第 50条 の ２ 第 １ 項 」

と 、同 条 第 ４ 項 中「 第 １ 項 」と あ る の は「 第 50条 の ４

第 ２ 項 に お い て 準 用 す る 第 50条 の ２ 第 １ 項 」と 、同 条

第 ６ 項 中「 第 ２ 項 」と あ る の は「 第 50条 の ４ 第 ２ 項 に

お い て 準 用 す る 第 50条 の ２ 第 ２ 項 」と 読 み 替 え る も の

と す る 。  

３  特 定 事 業 を 行 お う と す る 者 は 、 第 50条 の ２ 第 ２ 項

（ 前 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。）の 規 定 に よ る

申 請 後 前 条 の 規 定 に よ る 通 知 を 受 け る ま で の 間 に 当

該 申 請 を 取 り 下 げ 、又 は 当 該 通 知 を 受 け た 後 特 定 事 業

に 関 す る 工 事 に 着 手 す る ま で の 間 に 当 該 特 定 事 業 の

計 画 を 取 り や め よ う と す る と き は 、規 則 で 定 め る と こ

ろ に よ り 、遅 滞 な く 、そ の 旨 を 市 長 に 届 け 出 な け れ ば

な ら な い 。  

（ 書 類 の縦 覧期 間 ）  

第 50条 の ５  第 50条 の ２ 第 ６ 項（ 前 条 第 ２ 項 に お い て 準

用 す る 場 合 を 含 む 。）又 は 第 50条 の ３ の 規 定 に よ る 縦

覧 の 期 間 は 、第 59条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 通 知 を し た 日

（ 前 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ る 届 出 又 は 第 58条 第 ３ 項 の

規 定 に よ る 届 出（ 工 事 の 中 止 に 係 る も の に 限 る 。）が

あ っ た と き は 、こ れ ら の 届 出 の あ っ た 日 ）か ら 起 算 し

て １ 年 を 経 過 す る 日 ま で と す る 。  

第 ５ 節  開 発事 業 及び 特 定 事 業に 係 る 協 議 の 基 準  

（ 開 発 事業 にお け る公 共 施 設 等の 整 備 の 基 準 ）  

第 51条  開 発 事 業 を 行 う 者 は 、 当 該 開 発 事 業 に お い て 、

別 表 第 １ に 定 め る 基 準 に 従 い 、公 共 施 設 等 を 整 備 し な

け れ ば な ら な い 。  

（ 開 発 事 業 に お け る施 設 の 整 備 等 の基 準）  

第 52条  開 発 事 業 を 行 う 者 は 、 当 該 開 発 事 業 に お い て 、

別 表 第 ２ に 定 め る 基 準 に 従 い 、施 設 の 整 備 等 を 行 わ な

け れ ば な ら な い 。  

（ 特 定 集 合 住 宅 等 の基 準 ）  

第 53条  開 発 事 業 を 行 う 者 は 、開 発 事 業 の う ち 、特 定 集

合 住 宅 等 の 建 築 又 は 増 築 を 行 う と き は 、別 表 第 ３ に 定

め る 基 準 に 従 わ な け れ ば な ら な い 。  

２  開 発 事 業 を 行 う 者 は 、特 定 集 合 住 宅 等 の 建 築 及 び 増

築 以 外 の 開 発 事 業 を 行 う 場 合 で あ っ て 、当 該 開 発 事 業

に 共 同 住 宅 若 し く は 長 屋 又 は 老 人 ホ ー ム 等 若 し く は

寄 宿 舎 の 用 途 に 供 す る 部 分 の 建 築 又 は 増 築 を 含 む と

き は 、当 該 部 分 に つ い て 、別 表 第 ３ に 定 め る 基 準 に 従

わ な け れ ば な ら な い 。  

（ 墓 地 の 基 準 ）  

第 54条  開 発 事 業 を 行 う 者 は 、開 発 事 業 の う ち 、墓 地 の

設 置 を 行 う と き は 、別 表 第 ４ に 定 め る 基 準 に 従 わ な け

れ ば な ら な い 。  

（ 用 途 の 変 更 及 び 増築 の 特 例 ）  

第 55条  市 長 は 、開 発 事 業 を 行 う 者 が 、開 発 事 業 の う ち 、

建 築 物 の 用 途 の 変 更 又 は 建 築 物 の 増 築 若 し く は 自 動

車 駐 車 場 の 増 設 を 行 う 場 合 に お い て 、第 51条 か ら 前 条

ま で に 規 定 す る 基 準 に 従 う こ と が 困 難 で あ る と 認 め

る と き は 、 こ れ ら の 基 準 を 緩 和 す る こ と が で き る 。  

（ 面 積が 3,000平 方 メ ー ト ル 以 上で ある 土 地 の 区 域に お

け る 宅 地 造 成 の 基 準）  

第 55条 の ２  面 積 が 3,000平 方 メ ー ト ル 以 上 で あ る 土 地

の 区 域 に お け る 開 発 行 為 に よ り 、宅 地 造 成（ 宅 地 以 外

の 土 地 を 宅 地 に す る た め 行 う 土 地 の 区 画 形 質 の 変 更

を い う 。）を 行 う 者 は 、次 に 掲 げ る 協 定 の 締 結 に つ い

て 市 長 に 協 議 を 求 め ら れ た 場 合 は 、応 じ な け れ ば な ら

な い 。  

 (１ ) 第 27条 第 １ 項 に 規 定 す る 建 築 協 定  

 (２ ) 都 市 緑 地 法（ 昭 和 48年 法 律 第 72号 ）第 45条 第 1項

に 規 定 す る 緑 地 協 定  

 (３ ) 景 観 法（ 平 成 16年 法 律 第 110号 ）第 81条 第 1項 に

規 定 す る 景 観 協  定  

（ そ の 他 の 基 準 ）  

第 55条 の ３  市 長 は 、第 32条 の ２ 第 １ 項 に 規 定 す る 意 見

書 又 は 第 63条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 報 告 の 内 容 を 考 慮

し 、第 51条 か ら 前 条 ま で に 規 定 す る 基 準 以 外 に 必 要 な

基 準 を 、 開 発 事 業 を 行 う 者 に 提 示 す る こ と が で き る 。 

２  開 発 事 業 を 行 う 者 は 、前 項 の 規 定 に よ り 必 要 な 基 準

が 提 示 さ れ た と き は 、 該 該 基 準 に 従 う よ う 努 め な け

れ ば な ら な い 。  

（ 特 定 事 業 に お け る景 観 配 慮 の 基 準）  

第 55条 の ４  特 定 事 業 を 行 う 者 は 、特 定 事 業 を 行 う と き

は 、別 表 第 ５ に 定 め る 基 準 に 従 い 、景 観 配 慮 を し な け

れ ば な ら な い 。  

第 ６ 節  開 発 行 為 の許 可 の 基 準  

（ 開 発 行 為 に お け る公 園 等 の 基 準 ）  

第 56条  開 発 行 為 に つ い て 、法 第 33条 第 ３ 項（ 法 第 35条

の ２ 第 ４ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。）の 規 定 に

よ り 、令 第 29条 の ２ 第 １ 項 第 ５ 号 及 び 第 ６ 号 に 規 定 す
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る 基 準 に 基 づ い て 定 め る 公 園 等 の 規 模 は 、次 に 定 め る

と お り と す る 。  

 (１ ) 公 園 等 の 面 積 の 合 計 は 、当 該 開 発 行 為 に 係 る 開

発 区 域 の 面 積 の 100分 の ６ に 相 当 す る 面 積 以 上 と す

る 。  

 ( ２ )  開 発 区 域 の 面 積 が 3,000 平 方 メ ー ト ル 以 上

50,00 0平 方 メ ー ト ル 未 満 の 開 発 行 為 に お け る 公 園

等 の １ か 所 当 た り の 面 積 の 最 低 限 度 は 、 180平 方 メ

ー ト ル と す る 。  

（ 開 発 区域 内の 建 築物 の 敷 地 面積 の 最 低 限 度 ）  

第 57条  開 発 行 為 に つ い て 、法 第 33条 第 ４ 項（ 法 第 35条

の ２ 第 ４ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。）の 規 定 に

よ り 、令 第 29条 の ３ に 規 定 す る 基 準 に 基 づ い て 定 め る

建 築 物 の 敷 地 面 積 の 最 低 限 度 は 、開 発 区 域 が 近 隣 商 業

地 域 、商 業 地 域 又 は 準 工 業 地 域 内 で あ る と き は 、100平

方 メ ー ト ル と す る 。た だ し 、地 区 計 画 等 に お い て 、建

築 物 の 敷 地 面 積 の 最 低 限 度 を 定 め て い る と き は 、当 該

最 低 限 度 の 面 積 と す る 。  

２  前 項 の 場 合 に お い て 、予 定 さ れ る 建 築 物 の 敷 地 が 同

項 に 規 定 す る 用 途 地 域 と そ れ 以 外 の 用 途 地 域 と に わ

た る と き は 、そ の 敷 地 の 過 半 が 同 項 に 規 定 す る 用 途 地

域 に 属 す る と き に 限 り 、そ の 敷 地 の 全 部 に つ い て 同 項

の 規 定 を 適 用 す る 。  

 第 ７ 節  開 発 事 業 及 び 特 定 事 業 に 関 す る 工 事 の 手 続

等  

（ 開 発 事業 及び 特 定事 業 に 関 する 工 事 の 手 続 ）  

第 58条  開 発 事 業 又 は 特 定 事 業 を 行 う 者 は 、当 該 開 発 事

業 又 は 特 定 事 業 に 関 す る 工 事 に 着 手 し よ う と す る と

き は 、あ ら か じ め 、規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、そ の

旨 を 市 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

２  開 発 事 業 又 は 特 定 事 業 を 行 う 者 は 、当 該 開 発 事 業 又

は 特 定 事 業 に 関 す る 工 事 を 完 了 し た と き は 、規 則 で 定

め る と こ ろ に よ り 、遅 滞 な く 、そ の 旨 を 市 長 に 届 け 出

な け れ ば な ら な い 。  

３  開 発 事 業 又 は 特 定 事 業 を 行 う 者 は 、当 該 開 発 事 業 又

は 特 定 事 業 に 関 す る 工 事 を 中 断 し 、又 は 中 止 し た と き

は 、規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、遅 滞 な く 、そ の 旨 を

市 長 に 届 け 出 る と と も に 、安 全 上 必 要 な 措 置 を と ら な

け れ ば な ら な い 。  

（ 開 発 事業 及び 特 定事 業 に 関 する 工 事 の 完 了 検 査 等 ）  

第 59条  市 長 は 、前 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 届 出 又 は 第 ５

項 の 規 定 に よ る 報 告 を 受 け た と き は 、当 該 開 発 事 業 又

は 特 定 事 業 に 関 す る 工 事 が 第 47条 又 は 第 50条 の ３ の

協 議 の 結 果 の 内 容 に 適 合 し て い る か ど う か の 検 査（ 以

下 こ の 条 に お い て「 完 了 検 査 」と い う 。）を 行 う も の

と す る 。  

２  市 長 は 、完 了 検 査 の 結 果 、当 該 開 発 事 業 又 は 特 定 事

業 に 関 す る 工 事 が 第 47条 又 は 第 50条 の ３ の 協 議 の 結

果 の 内 容 に 適 合 し て い る と 認 め る と き は 、当 該 完 了 検

査 が 終 了 し た 旨 を 当 該 開 発 事 業 又 は 特 定 事 業 を 行 う

者 に 通 知 す る と と も に 、 こ れ を 公 表 す る も の と す る 。 

３  市 長 は 、完 了 検 査 の 結 果 、当 該 開 発 事 業 又 は 特 定 事

業 に 関 す る 工 事 が 第 47条 又 は 第 50条 の ３ の 協 議 の 結

果 の 内 容 に 適 合 し て い な い と 認 め る と き は 、当 該 適 合

し て い な い 理 由 及 び 是 正 す べ き 内 容 を 当 該 開 発 事 業

又 は 特 定 事 業 を 行 う 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

４  開 発 事 業 又 は 特 定 事 業 を 行 う 者 は 、前 項 の 規 定 に よ

る 通 知 を 受 け た と き は 、当 該 通 知 さ れ た 是 正 す べ き 内

容 に つ い て 、 こ れ を 是 正 し な け れ ば な ら な い 。  

５  開 発 事 業 又 は 特 定 事 業 を 行 う 者 は 、前 項 の 規 定 に よ

る 是 正 を 行 っ た と き は 、書 面 に よ り 、そ の 旨 を 市 長 に

報 告 し な け れ ば な ら な い 。  

６  開 発 事 業 又 は 特 定 事 業 を 行 う 者 は 、第 ２ 項 の 規 定 に

よ る 通 知 を 受 け た 後 で な け れ ば 、当 該 開 発 事 業 又 は 特

定 事 業 に よ り 建 築 若 し く は 増 築 を さ れ る 建 築 物 、設 置

若 し く は 増 設 を さ れ る 施 設 又 は 築 造 を さ れ る 工 作 物

の 使 用 を 開 始 し て は な ら な い 。  

７  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、市 長 は 、必 要 と 認 め る 場

合 は 、期 限 を 定 め て 、前 項 の 建 築 物 、施 設 又 は 工 作 物

の 仮 使 用 の 承 認 を す る こ と が で き る 。  

８  前 項 に 規 定 す る 仮 使 用 の 承 認 に 必 要 な 手 続 は 、規 則

で 定 め る 。  

（ 市 に 帰 属 す る 公 共施 設 の 基 準 ）  

第 60条  開 発 事 業 に よ り 設 置 さ れ る 公 共 施 設（ そ の 土 地

を 含 む 。以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。）を 市 に 帰 属 す る

場 合 に お け る 当 該 公 共 施 設 の 基 準 は 、規 則 で 定 め る と

こ ろ に よ る 。た だ し 、法 令 に 定 め が あ る 場 合 又 は 第 48

条 の 協 定 に 定 め が あ る 場 合 に つ い て は 、こ の 限 り で な

い 。  

第 ８ 節  開 発 事 業 に係 る 調 整 会  

（ 調 整 会 の 開 催 の 請求 等 ）  

第 61条  近 隣 関 係 住 民 （ 地 区 ま ち づ く り 協 議 会 を 除 く 。

以 下 こ の 節 に お い て 同 じ 。）又 は 開 発 事 業 を 行 お う と

す る 者 は 、規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、開 発 事 業 に 関

し 当 該 近 隣 関 係 住 民 及 び 開 発 事 業 を 行 お う と す る 者

の 意 見 等 を 整 理 し 、又 は 調 整 す る こ と を 目 的 と す る 会

議（ 以 下 こ の 節 に お い て「 調 整 会 」と い う 。）の 開 催

を 市 長 に 求 め る こ と が で き る 。  

２  前 項 の 規 定 に よ る 請 求 を 行 う こ と が で き る 期 間 は 、

第 39条 第 ３ 項 又 は 第 45条 第 ３ 項 の 規 定 に よ る 公 表 の

日 か ら ２ 週 間 以 内 と す る 。  

３  市 長 は 、 第 １ 項 の 規 定 に よ る 請 求 が あ っ た と き は 、

第 36条 第 ３ 項 若 し く は 第 42条 第 ４ 項 の 規 定 に よ る 報

告 、第 37条 第 ２ 項 若 し く は 第 43条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り

送 付 さ れ た 意 見 書 の 写 し 又 は 第 39条 第 ２ 項 若 し く は

第 45条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 送 付 さ れ た 見 解 書 の 写 し

の 内 容 を 考 慮 し 、調 整 会 の 開 催 の 要 否 を 決 定 す る も の

と す る 。  

４  市 長 は 、前 項 の 規 定 に よ り 調 整 会 の 開 催 の 可 否 を 決

定 し た と き は 、そ の 旨 を 公 表 す る と と も に 、当 該 決 定

に 係 る 書 類 を 公 衆 の 縦 覧 に 供 し 、か つ 、調 整 会 を 開 催

す る こ と を 決 定 し た と き は そ の 旨 を 第 １ 項 の 規 定 に

よ る 請 求 を 行 っ た 者 に 通 知 す る と と も に 、ま ち づ く り

委 員 会 に 対 し 調 整 会 の 開 催 を 要 請 し 、調 整 会 を 開 催 し

な い こ と を 決 定 し た と き は そ の 旨 を 当 該 請 求 を 行 っ

た 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

５  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、市 長 は 、こ の 条 例 の 目 的

を 達 成 す る た め に 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、ま ち づ
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く り 委 員 会 に 対 し 、調 整 会 の 開 催 を 要 請 す る こ と が で

き る 。  

６  ま ち づ く り 委 員 会 は 、前 ２ 項 の 規 定 に よ る 要 請 を 受

け た と き は 、 調 整 会 を 開 催 す る も の と す る 。  

（ 調 整 会）  

第 62条  調 整 会 は 、ま ち づ く り 委 員 会 が 近 隣 関 係 住 民 若

し く は 開 発 事 業 を 行 お う と す る 者 又 は こ れ ら の 代 理

人 の 出 席 を 求 め て 行 う も の と す る 。  

２  ま ち づ く り 委 員 会 は 、調 整 会 に お い て 近 隣 関 係 住 民

及 び 開 発 事 業 を 行 お う と す る 者 の 意 見 等 を 調 整 す る

こ と が で き る 見 込 み が な い と 認 め る と き は 、調 整 会 に

よ る 調 整 を 打 ち 切 る こ と が で き る 。  

３  ま ち づ く り 委 員 会 は 、必 要 と 認 め る と き は 、調 整 会

に 景 観 専 門 委 員 の 出 席 を 求 め 、説 明 又 は 意 見 を 聴 く こ

と が で き る 。  

（ 調 整 会の 報告 ）  

第 63条  ま ち づ く り 委 員 会 は 、調 整 会 に よ る 調 整 を 終 了

し 、又 は 前 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り こ れ を 打 ち 切 っ た と

き は 、当 該 調 整 会 の 議 事 の 要 旨 そ の 他 必 要 な 事 項 を 市

長 に 報 告 す る も の と す る 。  

２  市 長 は 、前 項 の 規 定 に よ る 報 告 を 受 け た と き は 、そ

の 旨 を 公 表 す る と と も に 、当 該 報 告 に 係 る 書 類 を 公 衆

の 縦 覧 に 供 す る も の と す る 。  

（ 調 整 会に 係る 助 言）  

第 64条  市 長 は 、前 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 報 告 を 受 け た

と き は 、当 該 報 告 の 内 容 を 考 慮 し 、第 61条 第 １ 項 の 規

定 に よ る 請 求 を 行 っ た 者 に 対 し 、必 要 な 助 言 を 行 う こ

と が で き る 。  

２  前 項 の 場 合 に お い て 、市 長 は 、必 要 と 認 め る と き は 、

当 該 請 求 を 行 っ た 者 以 外 の 者 に 対 し 、必 要 な 助 言 を 行

う こ と が で き る 。  

３  市 長 は 、前 ２ 項 の 助 言 を 行 っ た と き は 、そ の 旨 を 公

表 す る と と も に 、当 該 助 言 の 内 容 を 記 載 し た 書 面 を 公

衆 の 縦 覧 に 供 す る も の と す る 。  

（ 委 任 ）  

第 65条  こ の 節 に 定 め る も の の ほ か 、調 整 会 に 関 し 必 要

な 事 項 は 、 規 則 で 定 め る 。  

第 ９ 節  ま ちづ く りに 関 す る 協力 の 要 請  

（ 地 区 まち づく り 計画 へ の 協 力の 要 請 ）  

第 66条  市 長 は 、地 区 ま ち づ く り 計 画 に 係 る 地 区 の 区 域

内 に お い て 開 発 等 事 業 が 行 わ れ る と き は 、当 該 開 発 等

事 業 が 行 わ れ る 土 地 の 区 域 の 土 地 所 有 者 等 又 は 当 該

開 発 等 事 業 者 に 対 し て 、当 該 開 発 等 事 業 が 当 該 地 区 ま

ち づ く り 計 画 の 主 旨 に 沿 う も の で あ る よ う 協 力 を 求

め る こ と が で き る 。  

（ 景 観 まち づく り 協定 に 関 す る情 報 提 供 ）  

第 66条 の ２  市 長 は 、景 観 ま ち づ く り 協 定 の 区 域 の 近 傍

に お い て 開 発 等 事 業 が 行 わ れ る と き は 、当 該 開 発 等 事

業 を 行 お う と す る 者 に 対 し て 、当 該 景 観 ま ち づ く り 協

定 に 関 す る 情 報 の 提 供 を 行 う も の と す る 。  

（ 既 存 の建 築物 等 の改 修 等 に おけ る 景 観 配 慮 ）  

第 66条 の ３  住 民 等 は 、建 築 物 、自 動 車 駐 車 場 、自 転 車

駐 車 場 、墓 地 若 し く は 工 作 物 又 は こ れ ら の 外 構 の 外 観

を 変 更 す る こ と と な る 修 繕 若 し く は 模 様 替 又 は 色 彩

の 変 更 を 伴 う 改 修 等 を 行 う と き は 、ま ち づ く り 計 画 及

び 景 観 ガ イ ド ラ イ ン に の っ と り 、景 観 配 慮 に 努 め な け

れ ば な ら な い 。  

（ 道 路 の 整 備 に 関 する 協 議 ）  

第 67条  開 発 事 業 者 は 、開 発 区 域 に 接 す る 道 路 が 次 に 掲

げ る 道 路 で あ る と き は 、当 該 道 路 と 当 該 開 発 区 域 と の

境 界 線 を 後 退 す る 部 分 の 整 備 に つ い て 、市 長 と 協 議 し

な け れ ば な ら な い 。  

 (１ )  建 築 基 準 法 第 42条 第 １ 項 第 ５ 号 に 規 定 す る 道

路 で 、 そ の 幅 員 が ４ メ ー ト ル 未 満 で あ る も の  

 (２ ) 建 築 基 準 法 第 42条 第 ２ 項 に 規 定 す る 道 路  

 

 

第 ６ 章  ま ち づ く り活 動 の 支 援  

（ ま ち づ く り の 支 援）  

第 68条  市 長 は 、地 区 ま ち づ く り 協 議 会 、第 26条 第 ２ 項

の 規 定 に よ る 登 録 を 受 け た 地 区 ま ち づ く り 準 備 会 及

び 第 26条 の ２ の 規 定 に よ る 登 録 を 受 け た 景 観 ま ち づ

く り 協 定 を 締 結 し た 住 民 等 に 対 し 、ま ち づ く り に 関 す

る 情 報 の 提 供 そ の 他 必 要 な 支 援 を 行 う こ と が で き る 。 

２  前 項 に 定 め る も の の ほ か 、市 長 は 、市 民 等 に よ る ま

ち づ く り に 関 す る 活 動 の 促 進 を 図 る た め 、市 民 等 に 対

し 、ま ち づ く り に 関 す る 情 報 の 提 供 そ の 他 必 要 な 支 援

を 行 う こ と が で き る 。  

３  市 長 は 、前 ２ 項 の 支 援 を 行 う 体 制 を 整 備 す る よ う 努

め る も の と す る 。  

 

 

第 ７ 章  雑 則  

（ 適 用 除 外 ）  

第 69条  次 に 掲 げ る 開 発 事 業 又 は 特 定 事 業 に つ い て は 、

第 ５ 章 第 ２ 節 か ら 第 ９ 節 ま で の 規 定 は 、 適 用 し な い 。 

 (１ )  法 第 ４ 条 第 15項 の 都 市 計 画 事 業 の 施 行 と し て

行 う 開 発 事 業 又 は 特 定 事 業  

 (２ )  建 築 基 準 法 第 85条 第 ５ 項 に 規 定 す る 仮 設 建 築

物 の 建 築  

 (３ )  非 常 災 害 の た め 必 要 な 応 急 措 置 と し て 行 う 開

発 事 業 又 は 特 定 事 業  

 (４ ) 前 ３ 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、規 則 で 定 め る 行 為

  

（ 地 位 の 承 継 ）  

第 70条  法 に 規 定 す る 場 合 を 除 く ほ か 、開 発 事 業 者 又 は

特 定 事 業 者 に つ い て 相 続 そ の 他 の 一 般 承 継 が あ っ た

と き は 、こ の 条 例 の 規 定 に 基 づ い て 被 承 継 人 が 行 っ た

行 為 は 相 続 人 そ の 他 の 一 般 承 継 人 が 行 っ た 行 為 と み

な し 、こ の 条 例 の 規 定 に 基 づ い て 被 承 継 人 に 対 し て 行

わ れ た 行 為 は 相 続 人 そ の 他 の 一 般 承 継 人 に 対 し て 行

わ れ た 行 為 と み な す  

（ 同 一 の 敷 地 で あ っ た 土 地 等 に お い て ２ 以 上 の 事 業 を

行 う 場 合 の 特 例 ）  

第 71条  行 お う と す る 事 業（ 建 築 物 の 建 築 又 は 増 築 、既

存 の 建 築 物 の 用 途 の 変 更 、自 動 車 駐 車 場 の 設 置 又 は 増

設 及 び 墓 地 の 設 置 を い う 。以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。）

と 同 時 に 又 は 引 き 続 い て 次 に 掲 げ る 土 地 に お い て 他
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の 事 業 を 行 う 場 合 で あ っ て 、こ れ ら の 事 業 が 全 体 と し

て 一 体 的 な 土 地 の 利 用 を 行 う も の で あ る と き は 、規 則

で 定 め る も の を 除 き 、こ れ ら の 事 業 は 、１ の 事 業 と み

な す 。  

 (１ )  事 業 を 行 お う と す る 土 地 の 区 域 と 同 一 の 敷 地

で あ っ た 土 地  

 (２ )  事 業 を 行 お う と す る 土 地 の 区 域 と 一 体 的 な 利

用 が さ れ て い た 一 団 の 土 地  

 (３ )  事 業 を 行 お う と す る 土 地 の 区 域 に 隣 接 す る 土

地  

２  事 業 を 行 お う と す る 土 地 の 区 域 と 隣 接 す る 土 地 に

お い て 、同 一 の 事 業 者 又 は 規 則 で 定 め る 相 互 に 関 連 性

を 有 す る 事 業 者 が 、規 則 で 定 め る 日 前 ３ 年 以 内 に 事 業

を 行 っ た 場 合 （ 前 項 の 規 定 に 該 当 す る 場 合 を 除 く 。 ）

で あ っ て 、こ れ ら の 事 業 が 全 体 と し て 一 体 的 な 土 地 の

利 用 を 行 う も の で あ る と き は 、こ れ ら の 事 業 は 、１ の

事 業 と み な す 。  

３  前 ２ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、市 長 が こ れ ら の 事 業 に

関 連 性 を 認 め ら れ な い と 認 め る も の は 、こ れ ら の 項 の

規 定 を 適 用 し な い 。  

（ 開 発 事業 又は 特 定事 業 に 関 する 説 明 の 要 求 等 ）  

第 72条  市 長 は 、必 要 と 認 め る と き は 、開 発 事 業 者 に 対

し て は 近 隣 関 係 住 民 以 外 の 者 に 当 該 開 発 事 業 に 関 す

る 説 明 を 行 う こ と を 、特 定 事 業 者 に 対 し て は 市 民 等 に

当 該 特 定 事 業 に 関 す る 説 明 を 行 う こ と を 求 め る こ と

が で き る 。  

２  開 発 事 業 者 は 、近 隣 関 係 住 民 か ら 開 発 事 業 の 計 画 に

関 す る 説 明 を 求 め る 申 出 が あ っ た と き は 、当 該 開 発 事

業 の 計 画 に つ い て 、当 該 申 出 を し た 近 隣 関 係 住 民 に 説

明 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 報 告 の徴 収）  

第 73条  市 長 は 、こ の 条 例 の 施 行 に 必 要 な 限 度 に お い て 、

市 民 等 、団 体 、土 地 所 有 者 等 、開 発 事 業 者 又 は 特 定 事

業 者 に 対 し 、ま ち づ く り に 関 し 必 要 な 報 告 を 求 め る こ

と が で き る 。  

（ 立 入 検査 ）  

第 74条  市 長 は 、こ の 条 例 の 施 行 に 必 要 な 限 度 に お い て 、

そ の 職 員 に 開 発 区 域 内 に 立 ち 入 り 、工 事 そ の 他 の 行 為

の 状 況 を 検 査 さ せ る こ と が で き る 。  

２  前 項 の 規 定 に よ り 立 入 検 査 を す る 職 員 は 、そ の 身 分

を 示 す 証 明 書 を 携 帯 し 、関 係 人 に こ れ を 提 示 し な け れ

ば な ら な い 。  

３  第 １ 項 に 規 定 す る 立 入 検 査 の 権 限 は 、犯 罪 捜 査 の た

め に 認 め ら れ た も の と 解 釈 し て は な ら な い 。  

（ 開 発 事業 に関 す る工 事 の 着 手の 制 限 ）  

第 75条  開 発 事 業 者 又 は 開 発 事 業 者 か ら 開 発 事 業 に 関

す る 工 事 を 請 け 負 っ た 者 若 し く は 当 該 請 負 工 事 の 下

請 者（ 以 下 こ の 章 に お い て「 開 発 事 業 者 等 」と い う 。）

は 、 第 47条 の 規 定 に よ る 通 知 を 受 け た 後 で な け れ ば 、

当 該 開 発 事 業 に 関 す る 工 事 に 着 手 し て は な ら な い 。  

（ 特 定 事業 に関 す る工 事 の 着 手の 制 限 ）  

第 75条 の ２  特 定 事 業 者 又 は 特 定 事 業 者 か ら 特 定 事 業

に 関 す る 工 事 を 請 け 負 っ た 者 若 し く は 当 該 請 負 工 事

の 下 請 者（ 以 下 こ の 章 に お い て「 特 定 事 業 者 等 」と い

う 。）は 、第 50条 の ３ の 規 定 に よ る 通 知 を 受 け た 後 で

な け れ ば 、当 該 特 定 事 業 に 関 す る 工 事 に 着 手 し て は な

ら な い 。  

（ 工 事 の 中 断 、 中 止等 の 勧 告 ）  

第 76条  市 長 は 、開 発 事 業 者 等 又 は 特 定 事 業 者 等 が 次 の

各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、当 該 開 発 事 業 者 等

又 は 特 定 事 業 者 等 に 対 し 、相 当 の 期 限 を 定 め て 、開 発

事 業 又 は 特 定 事 業 に 関 す る 工 事 の 中 断 、中 止 そ の 他 必

要 な 措 置 を と る べ き こ と を 勧 告 す る こ と が で き る 。  

 (１ ) 偽 り そ の 他 不 正 の 手 段 に よ り 、第 47条 の 規 定 に

よ る 通 知 を 受 け た と き 。  

 (２ )  第 47条 の 協 議 の 結 果 の 内 容 と 異 な る 工 事 を し

た と き 。  

 (３ ) 第 48条 の 協 定 の 内 容 と 異 な る 工 事 を し た と き 。  

 (４ ) 第 75条 の 規 定 に 違 反 し て 、開 発 事 業 に 関 す る 工

事 に 着 手 し た と き 。  

 (５ ) 偽 り そ の 他 不 正 の 手 段 に よ り 、第 50条 の ３ の 規

定 に よ る 通 知 を 受 け た と き 。  

 (６ )  第 50条 の ３ の 協 議 の 結 果 の 内 容 と 異 な る 工 事

を し た と き 。   

 (７ ) 前 条 の 規 定 に 違 反 し て 、特 定 事 業 に 関 す る 工 事

に 着 手 し た と き 。  

２  市 長 は 、権 利 取 得 者 が 第 31条 第 １ 項 の 規 定 に 違 反 し

た と き は 、当 該 権 利 取 得 者 に 対 し 、相 当 の 期 限 を 定 め

て 、必 要 な 措 置 を と る べ き こ と を 勧 告 す る こ と が で き

る 。  

（ 是 正 命 令 ）  

第 77条  市 長 は 、前 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 勧 告（ 同 項 第

１ 号 、第 ２ 号 又 は 第 ４ 号 に 該 当 し て な さ れ る も の に 限

る 。）を 受 け た 開 発 事 業 者 等 が 当 該 勧 告 に 従 わ な い と

き は 、当 該 開 発 事 業 者 等 に 対 し 、開 発 事 業 に 関 す る 工

事 の 停 止 若 し く は 中 止 を 命 じ 、又 は 相 当 の 期 限 を 定 め

て 、当 該 違 反 を 是 正 す る た め に 必 要 な 措 置 を と る べ き

こ と を 命 ず る こ と が で き る 。  

（ 公 表 ）  

第 78条  市 長 は 、開 発 事 業 者 等 、特 定 事 業 者 等 又 は 権 利

取 得 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、規 則

で 定 め る と こ ろ に よ り 、そ の 旨 を 公 表 す る こ と が で き

る 。  

 (１ ) 第 76条 の 規 定 に よ る 勧 告 （ 同 条 第 １ 項 第 １ 号 、

第 ２ 号 又 は 第 ４ 号 に 該 当 し て な さ れ る も の を 除 く 。）

を 受 け た 場 合 に お い て 、 当 該 勧 告 に 従 わ な い と き 。 

 (２ ) 前 条 の 規 定 に よ る 命 令 を 受 け た 場 合 に お い て 、

当 該 命 令 に 従 わ な い と き 。  

２  市 長 は 、前 項 の 規 定 に よ る 公 表 を し よ う と す る と き

は 、あ ら か じ め 、当 該 開 発 事 業 者 等 、特 定 事 業 者 等 又

は 権 利 取 得 者 に そ の 旨 及 び 当 該 公 表 を す る 理 由 を 通

知 し 、 か つ 、 弁 明 す る 機 会 を 与 え な け れ ば な ら な い 。 

（ 委 任 ）  

第 79条  こ の 条 例 の 施 行 に つ い て 必 要 な 事 項 は 、規 則 で

定 め る 。  

第 ８ 章  罰 則  

（ 罰 則 ）  

第 80条  第 77条 の 規 定 に よ る 命 令 に 違 反 し た 者 は 、20万
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円 以 下 の 罰 金 に 処 す る 。  

（ 両 罰 規定 ）  

第 81条  法 人 の 代 表 者 又 は 法 人 若 し く は 人 の 代 理 人 、使

用 人 そ の 他 の 従 業 者 が 、そ の 法 人 又 は 人 の 業 務 に 関 し 、

前 条 の 違 反 行 為 を し た と き は 、 行 為 者 を 罰 す る ほ か 、

そ の 法 人 又 は 人 に 対 し て 同 条 の 罰 金 刑 を 科 す る 。  

 

 

付  則 （ 平 成 20年 ９ 月 19日 条 例第 39号 ）  

（ 施 行 期日 ）  

１  こ の 条 例 は 、 平 成 21年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 武 蔵 野 市 建 築 協 定 に 関 す る 条 例 等 の 廃 止 ）  

２  次 に 掲 げ る 条 例 は 、 廃 止 す る 。  

 (１ ) 武 蔵 野 市 建 築 協 定 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 53年 ３ 月

武 蔵 野 市 条 例 第 ２ 号 ）  

 (２ ) 武 蔵 野 市 地 区 計 画 等 の 案 の 作 成 手 続 に 関 す る 条

例 （ 平 成 15年 12月 武 蔵 野 市 条 例 第 35号 ）  

（ 経 過 措置 ）  

３  こ の 条 例 の 施 行 の 際 、 現 に 決 定 又 は 変 更 の 手 続 を 行

っ て い る 都 市 計 画（ 地 区 計 画 等 を 除 く 。）の う ち 、こ

の 条 例 の 施 行 の 日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。 ） 前 に 、

法 第 17条 第 １ 項 （ 法 第 21条 第 2項 に お い て 準 用 す る 場

合 を 含 む 。）の 規 定 に よ る 公 告 が 行 わ れ た も の に つ い

て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

４  こ の 条 例 の 施 行 の 際 、 現 に 決 定 又 は 変 更 の 手 続 を 行

っ て い る 地 区 計 画 等 の う ち 、施 行 日 前 に 、第 ２ 項 の 規

定 に よ る 廃 止 前 の 武 蔵 野 市 地 区 計 画 等 の 案 の 作 成 手

続 に 関 す る 条 例 第 ４ 条 の 規 定 に よ る 公 告 が 行 わ れ た

も の に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

５  第 28条 第 １ 項 の 規 定 は 、 施 行 日 以 後 に 建 築 確 認 申 請

を 行 う 建 築 主 に つ い て 適 用 し 、施 行 日 前 に 建 築 確 認 申

請 を 行 っ た 建 築 主 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。 

６  第 29条 の 規 定 は 、 施 行 日 か ら ３ 月 が 経 過 す る 日 後 に

大 規 模 土 地 取 引 行 為 を 締 結 し よ う と す る 者 に つ い て

適 用 し 、同 日 以 前 に 大 規 模 土 地 取 引 行 為 を 締 結 し た 者

又 は 締 結 し よ う と す る 者 に つ い て は 、な お 従 前 の 例 に

よ る 。  

７  第 ５ 章 第 ２ 節 か ら 第 ９ 節 ま で の 規 定 は 、 施 行 日 以 後

に 第 34条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 届 出 が さ れ る 大 規 模 開

発 基 本 構 想 に 係 る 大 規 模 開 発 事 業 又 は 施 行 日 以 後 に

第 40条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 届 出 が さ れ る 開 発 基 本 計

画 に 係 る 一 般 開 発 事 業 に つ い て 適 用 し 、施 行 日 前 に 市

長 と 協 議 を 開 始 し た 開 発 事 業 に つ い て は 、な お 従 前 の

例 に よ る 。  

（ 見 直 し）  

８  市 は 、 こ の 条 例 の 施 行 後 お お む ね ５ 年 以 内 を 目 途 と

し て 、ま ち づ く り に 関 す る 状 況 の 変 化 へ の 的 確 な 対 応

及 び ま ち づ く り 計 画 に 即 し た ま ち づ く り に 関 す る 施

策 の 効 果 的 な 推 進 を 図 る 観 点 か ら 検 討 を 加 え 、そ の 結

果 に 基 づ い て 必 要 な 見 直 し を 行 う も の と す る 。  

 

付  則 （ 平 成 23年 12月 13日 条 例 第 30号 ）  

１  こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

２  こ の 条 例 の 施 行 の 際 現 に 存 す る 改 正 前 の 第 ６ 条 第 １

項 第 １ 号 に 掲 げ る 計 画 に つ い て は 、武 蔵 野 市 長 期 計 画

条 例（ 平 成 23年 12月 武 蔵 野 市 条 例 第 28号 ）の 施 行 の 日

以 後 最 初 に 同 条 例 第 ２ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 策 定 さ

れ る 武 蔵 野 市 長 期 計 画 の 計 画 期 間 の 初 日 の 前 日 ま で

の 間 は 、 な お そ の 効 力 を 有 す る 。  

 

付  則 （ 平成 26年 ３ 月 18日 条 例 第 10号 ）  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は 、 平 成 26年 ７ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 た だ

し 、 第 14条 第 １ 項 の 改 正 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 

（ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 条 例 に よ る 改 正 後 の 武 蔵 野 市 ま ち づ く り 条 例

（ 以 下「 改 正 後 の 条 例 」と い う 。）第 ５ 章 第 ２ 節 か ら

第 ９ 節 ま で の 規 定 は 、こ の 条 例 の 施 行 の 日 以 後 に 改 正

後 の 条 例 第 34条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 届 出 が さ れ る 大

規 模 開 発 基 本 構 想 に 係 る 大 規 模 開 発 事 業 又 は 改 正 後

の 条 例 第 40条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 届 出 が さ れ る 開 発

基 本 計 画 に 係 る 一 般 開 発 事 業 に つ い て 適 用 し 、同 日 前

に こ れ ら の 規 定 に よ り 届 出 が さ れ た 大 規 模 開 発 基 本

構 想 に 係 る 大 規 模 開 発 事 業 又 は 開 発 基 本 計 画 に 係 る

一 般 開 発 事 業 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

（ 見 直 し ）  

３  市 は 、 こ の 条 例 の 施 行 後 お お む ね ５ 年 以 内 を 目 途 と

し て 、改 正 後 の 条 例 第 ２ 条 第 １ 項 第 １ 号 に 規 定 す る ま

ち づ く り（ 以 下「 ま ち づ く り 」と い う 。）に 関 す る 状

況 の 変 化 へ の 的 確 な 対 応 及 び 改 正 後 の 条 例 第 ６ 条 の

ま ち づ く り 計 画 に 即 し た ま ち づ く り に 関 す る 施 策 の

効 果 的 な 推 進 を 図 る 観 点 か ら 検 討 を 加 え 、そ の 結 果 に

基 づ い て 必 要 な 見 直 し を 行 う も の と す る 。  

 

付  則 （ 平成 29年 ３ 月 22日 条 例 第 16号 ）  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は 、 平 成 29年 ７ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 た だ

し 、目 次 の 改 正（「 第 ２ 章  ま ち づ く り 計 画 」を「 第 ２

章  ま ち づ く り 計 画 等 」に 、「 ま ち づ く り 委 員 会 」を「 ま

ち づ く り 委 員 会 及 び 景 観 専 門 委 員 」 に 、 「 ・ 第 10条 」

を「 ─ 第 10条 の ３ 」に 改 め る 部 分 、第 ４ 章 第 ４ 節 の 次

に １ 節 を 加 え る 部 分 及 び 「 ・ 第 67条 」 を 「 ─ 第 67条 」

に 改 め る 部 分 に 限 る 。）、第 １ 条 か ら 第 ３ 条 ま で の 改

正 、第 ５ 条 の 改 正 、第 ２ 章 の 章 名 の 改 正 、第 ６ 条 の 改

正 、第 ３ 章 の 章 名 の 改 正 、第 10条 の 次 に ２ 条 を 加 え る

改 正 、 第 24条 の 改 正 、 同 条 の 次 に １ 条 を 加 え る 改 正 、

第 25条 の 改 正 、同 条 の 次 に １ 条 を 加 え る 改 正 、第 ４ 章

第 ４ 節 の 次 に １ 節 を 加 え る 改 正 、第 28条 第 １ 項 の 改 正

（「 建 築 基 準 法 第 ６ 条 第 １ 項 又 は 第 ６ 条 の ２ 第 １ 項 に

規 定 す る 確 認 の 申 請（ 開 発 事 業 の 計 画 に 係 る も の を 除

く 。以 下「 建 築 確 認 申 請 」 と い う 。）」を「 建 築 確 認

申 請 」 に 改 め る 部 分 に 限 る 。 ） 、 第 55条 の ２ の 改 正 、

第 62条 に １ 項 を 加 え る 改 正 、第 66条 の 改 正 、同 条 の 次

に ２ 条 を 加 え る 改 正 、第 68条 第 １ 項 の 改 正 及 び 第 77条

の 改 正 並 び に 付 則 第 ３ 項 の 規 定 は 、同 年 ４ 月 １ 日 か ら

施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  改 正 後 の 武 蔵 野 市 ま ち づ く り 条 例（ 以 下「 改 正 後 の 条
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例 」と い う 。）第 ５ 章 第 ２ 節 か ら 第 ９ 節 ま で の 規 定（ 第

49条 の ２ の 規 定 を 除 く 。）は 、こ の 条 例 の 施 行 の 日 以

後 に 改 正 後 の 条 例 第 34条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 届 出 が

さ れ る 大 規 模 開 発 基 本 構 想 に 係 る 大 規 模 開 発 事 業 又

は 改 正 後 の 条 例 第 40条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 届 出 が さ

れ る 開 発 基 本 計 画 に 係 る 一 般 開 発 事 業 に つ い て 適 用

し 、同 日 前 に 改 正 前 の 武 蔵 野 市 ま ち づ く り 条 例 第 34条

第 １ 項 の 規 定 に よ る 届 出 が さ れ た 大 規 模 開 発 基 本 構

想 に 係 る 大 規 模 開 発 事 業 又 は 同 条 例 第 40条 第 １ 項 の

規 定 に よ る 届 出 が さ れ た 開 発 基 本 計 画 に 係 る 一 般 開

発 事 業 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

（ 武 蔵 野 市 非 常 勤 職 員 の 報 酬 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 条

例 の 一 部 改 正 ）  

３  略  

（ 見 直 し）  

４  市 は 、 こ の 条 例 の 施 行 後 お お む ね ５ 年 以 内 を 目 途 と

し て 、改 正 後 の 条 例 第 ２ 条 第 １ 項 第 １ 号 に 規 定 す る ま

ち づ く り（ 以 下「 ま ち づ く り 」と い う 。）に 関 す る 状

況 の 変 化 へ の 的 確 な 対 応 並 び に 改 正 後 の 条 例 第 ６ 条

第 １ 項 に 規 定 す る ま ち づ く り 計 画 及 び 同 条 第 ３ 項 に

規 定 す る 景 観 ガ イ ド ラ イ ン に 即 し た ま ち づ く り に 関

す る 施 策 の 効 果 的 な 推 進 を 図 る 観 点 か ら 検 討 を 加 え 、

そ の 結 果 に 基 づ い て 必 要 な 見 直 し を 行 う も の と す る 。 

 

付  則 （ 令 和 ２ 年 ６ 月 25日 条 例第 36号 ）  

（ 施 行 期日 ）  

 こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  
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別 表 第 １（ 第 48条 、第 51条 関 係 ）  

開 発 事 業に おけ る 公共 施 設 等 の整 備 の 基 準  

種 別  基 準  

１  道 路  (１ ) 開 発 行 為 を 行 う 場 合 は 、 開

発 区 域 が 接 す る 道 路 （ そ の 幅 員

が ６ メ ー ト ル 以 上 で あ る も の を

除 く 。 ） の 中 心 線 か ら の 水 平 距

離 ３ メ ー ト ル の 線 を 当 該 開 発 区

域 に 接 す る 道 路 の 境 界 線 と す る

こ と 。 た だ し 、 当 該 開 発 区 域 の

周 辺 の 道 路 の 状 況 に よ り や む を

得 な い 事 由 が あ る と 市 長 が 認 め

る と き は 、 こ の 限 り で な い 。  

(２ ) 開 発 行 為 を 行 う 場 合 は 、 開

発 区 域 内 に 設 置 す る 道 路 の 構 造

等 に つ い て 、 市 長 と 協 議 す る こ

と 。  

２  公 園 等  (１ )  開 発 区 域 の 面 積 が 3,000平

方 メ ー ト ル 以 上 で あ る 開 発 事 業

の う ち 、 建 築 を 伴 う も の を 行 う

場 合 は 、 当 該 開 発 区 域 内 に 、 次

の ア 又 は イ の い ず れ か に 掲 げ る

公 園 等 を 設 置 す る こ と 。  

ア  設 置 後 市 に 帰 属 す る 場 合

に お い て は 、そ の 面 積 の 合 計

が 開 発 区 域 の 面 積 の 100分 の

６ に 相 当 す る 面 積 以 上 と な

る 公 園 等 で あ っ て 、規 則 で 定

め る 基 準 に 該 当 す る も の  

イ  設 置 後 市 に 帰 属 し な い 場

合 に お い て は 、そ の 面 積 の 合

計 が 開 発 区 域 の 面 積 の 100分

の 10に 相 当 す る 面 積 以 上 と

な る 公 園 等 で あ っ て 、規 則 で

定 め る 基 準 に 該 当 す る も の  

(２ ) (１ )の 項 の 場 合 に お い て 、

公 園 等 の １ か 所 当 た り の 面 積 の

最 低 限 度 は 、180平 方 メ － ト ル と

す る 。  

(３ ) (１ )の 項 の 規 定 に か か わ ら

ず 、 次 の ア か ら ウ ま で に 掲 げ る

開 発 事 業 で あ っ て 、 そ の 開 発 区

域 （ ウ に 掲 げ る 開 発 事 業 に あ っ

て は 、 当 該 開 発 区 域 の 周 辺 の 区

域 を 含 む 。 ） 内 に 公 園 等 の 機 能

を 実 質 的 に 有 す る 空 地 等 が 確 保

さ れ て い る も の と 市 長 が 特 に 認

め る も の に つ い て は 、 (１ )の 項

の 規 定 は 、 適 用 し な い 。  

ア  法 第 ８ 条 第 １ 項 第 ４ 号 の

特 定 街 区 内 に お け る 開 発 事

業  

イ  建 築 基 準 法 第 59条 の ２ 第

１ 項 に 規 定 す る 建 築 物 の 建

築  

ウ  地 区 計 画 等 の 区 域 内 に お

け る 建 築 物 の 建 築  

(４ ) (１ )の 項 の 規 定 に か か わ ら

ず 、 公 益 上 必 要 と さ れ 、 又 は 有

益 で あ る 空 地 、 公 共 的 空 間 等 が

確 保 さ れ て い る も の と 市 長 が 特

に 認 め る 開 発 事 業 に つ い て は 、

(１ )の 項 の 規 定 は 、適 用 し な い 。 

３  歩 道 状 の

空 地  

住 宅 の 戸 数 （ 共 同 住 宅 及 び 長 屋

に あ っ て は 、 人 の 居 住 の 用 に 供 す

る 独 立 部 分 の 戸 数 。 以 下 こ の 表 に

お い て 同 じ 。 ） が 45戸 以 上 と な る

開 発 事 業 以 外 の 開 発 事 業 を 行 う 場

合 は 、 歩 道 状 の 空 地 （ 開 発 区 域 が

接 す る 道 路 に 沿 っ て 設 け る 歩 道 、

広 場 、 緑 地 そ の 他 の 歩 行 者 用 の 空

地 を い う 。 ） を 設 置 す る よ う 努 め

る こ と 。  

４  公 共 用 地

等  

住 宅 の 戸 数 が 45戸 以 上 と な る 開

発 事 業 を 行 う 場 合 は 、 当 該 住 宅 の

戸 数 か ら 44を 控 除 し て 得 た 数 値 に

６ 平 方 メ ー ト ル を 乗 じ て 得 た 面 積

以 上 の 土 地 を 公 共 用 地 と し て 市 に

無 償 で 譲 渡 し 、 又 は 当 該 数 値 に ９

平 方 メ ー ト ル を 乗 じ て 得 た 面 積 以

上 の 公 開 空 地 を 設 置 す る よ う 努 め

る こ と 。 た だ し 、 公 益 上 必 要 と さ

れ 、 又 は 有 益 で あ る 空 地 、 公 共 的

空 間 等 が 確 保 さ れ て い る も の と 市

長 が 特 に 認 め る 開 発 事 業 に つ い て

は 、 こ の 限 り で な い 。  

５  消 防 施 設  開 発 行 為 又 は 中 高 層 建 築 物 、 特

定 集 合 住 宅 等 若 し く は 集 客 施 設 の

建 築 若 し く は 増 築 又 は 集 客 施 設 へ

の 用 途 の 変 更 を 行 う 場 合 は 、 規 則

で 定 め る 基 準 に 従 い 、 防 火 水 槽 及

び 屋 外 消 火 栓 設 備 を 設 置 す る こ

と 。 た だ し 、 屋 外 消 火 栓 設 備 の 設

置 に つ い て は 、 周 囲 の 状 況 に よ り

や む を 得 な い 事 由 が あ る と 市 長 が

認 め る と き は 、 こ の 限 り で な い 。  

６  公 益 的 施

設  

特 定 集 合 住 宅 等 の う ち 、 人 の 居

住 の 用 に 供 す る 独 立 部 分 を 100戸

以 上 有 す る も の の 建 築 又 は 増 築 を

行 う 場 合 は 、 保 育 所 等 の 公 益 的 施

設 の 設 置 に つ い て 市 長 か ら 協 議 を

求 め ら れ た と き は 、 こ れ に 応 じ な

け れ ば な ら な い 。  

備 考  

１  開 発 行 為 に つ い て は 、２ の 部 、３ の 部 及 び ６ の 部

の 規 定 は 、 適 用 し な い 。  

２  一 戸 建 て の 住 宅 の 建 築 を 目 的 と す る 開 発 事 業 又

は 増 築（ 増 築 に 係 る 部 分 の 床 面 積 の 合 計 が 、増 築 前
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の 建 築 物 の 延 べ 面 積 を 超 え な い も の に 限 る 。）を 目

的 と す る 開 発 事 業 に つ い て は 、１ の 部 か ら ５ の 部 ま

で の 規 定 は 、 適 用 し な い  

３  自 動 車 駐 車 場 （ 面 積 が 500平 方 メ ー ト ル 以 上 の も

の に 限 る 。）の 建 築 若 し く は 設 置 又 は 増 築 若 し く は

増 設 を 目 的 と す る 開 発 事 業 に つ い て は 、２ の 部 の 規

定 は 、 適 用 し な い 。  

 

別 表 第 ２（ 第 35条 の２ 、 第 41条 の ２ 、 第 52条 関 係 ）  

開 発 事 業に おけ る 施設 の 整 備 等の 基 準  

種 別  基 準  

１  緑 化  (１ ) 住 宅 （ 共 同 住 宅 若 し く は 長

屋 、 老 人 ホ ー ム 等 若 し く は 寄 宿

舎 又 は 自 己 の 居 住 の 用 に 供 す る

住 宅 を い う 。 以 下 こ の 表 に お い

て 同 じ 。 ） の 建 築 の み を 目 的 と

す る 開 発 事 業 を 行 う 場 合 は 、 当

該 開 発 区 域 の 面 積 の 100分 の 20

に 相 当 す る 面 積 以 上 の 緑 化 面 積

（ 開 発 区 域 の 過 半 が 第 一 種 低 層

住 居 専 用 地 域 又 は 第 二 種 低 層 住

居 専 用 地 域 に あ る 場 合 は 、 地 上

部 に よ る 緑 化 面 積 ） を 確 保 す る

こ と 。  

(２ ) 住 宅 の 建 築 の み を 目 的 と す

る 開 発 事 業 以 外 の 開 発 事 業 を 行

う 場 合 は 、 当 該 開 発 区 域 の 面 積

の 100分 の 20に 相 当 す る 面 積 以

上 の 緑 化 面 積 を 確 保 す る よ う 努

め る こ と 。  

(３ ) 開 発 区 域 内 の 既 存 の 樹 木 を

保 全 す る よ う 努 め る こ と 。  

(４ ) (１ )の 項 及 び (２ )の 項 の 緑

化 面 積 の 算 定 の 基 準 は 、 規 則 で

定 め る 。  

２  水 道 施 設  水 道 関 係 法 令 、 武 蔵 野 市 給 水 条

例 （ 昭 和 35年 ４ 月 武 蔵 野 市 条 例 第

２ 号 ） そ の 他 水 道 施 設 に 関 す る 規

程 に 基 づ き 、 水 道 施 設 を 設 置 す る

こ と 。  

３  下 水 道 施

設  

下 水 道 関 係 法 令 、 武 蔵 野 市 下 水

道 条 例 （ 平 成 ８ 年 ９ 月 武 蔵 野 市 条

例 第 34号 ） そ の 他 下 水 道 施 設 に 関

す る 規 程 に 基 づ き 、 下 水 道 施 設 を

設 置 す る こ と 。  

４  雨 水 流 出

抑 制 施 設  

市 長 が 別 に 定 め る 基 準 に よ り 、

雨 水 の 流 出 を 抑 制 す る た め の 施 設

を 設 置 す る よ う 努 め る こ と 。  

５  自 転 車 駐

車 場  

武 蔵 野 市 自 転 車 等 の 適 正 利 用 及

び 放 置 防 止 に 関 す る 条 例 （ 平 成 ６

年 12月 武 蔵 野 市 条 例 第 45号 ） 第 ８

条 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 開 発 事 業

以 外 の 開 発 事 業 を 行 う 場 合 は 、 市

長 が 別 に 定 め る 基 準 に よ り 、 自 転

車 駐 車 場 を 設 置 す る よ う 努 め る こ

と 。  

６  防 災 の 措

置  

(１ ) 高 さ が 10メ － ト ル を 超 え る

建 築 物 の 建 築 若 し く は 増 築 又 は

当 該 建 築 物 へ の 用 途 の 変 更 を 行

う 場 合 は 、 自 然 災 害 、 事 故 等 に

よ る 二 次 災 害 を 防 止 す る た め 、

規 則 で 定 め る 基 準 に よ り 、 窓 ガ

ラ ス の 飛 散 を 防 止 す る た め に 必

要 な 措 置 を 講 ず る こ と 。  

(２ ) 特 定 集 合 住 宅 等 の う ち 、 人

の 居 住 の 用 に 供 す る 独 立 部 分 を

30戸 （ 老 人 ホ ー ム 等 及 び 寄 宿 舎

に あ っ て は 、 30室 ） 以 上 有 す る

も の 又 は 延 べ 面 積 が 3,000平 方

メ ー ト ル 以 上 で あ る も の の 建 築

を 行 う 場 合 は 、 市 長 が 別 に 定 め

る 基 準 に よ り 、 災 害 時 用 設 備 を

設 置 す る よ う 努 め る こ と 。  

(３ ) 市 長 が 別 に 定 め る 基 準 に よ

り 、 市 が 設 置 及 び 管 理 を 行 う 消

火 器 の 設 置 に 協 力 す る よ う 努 め

る こ と 。  

７  ご み 集 積

所  

市 長 が 別 に 定 め る 基 準 に よ り 、

ご み 集 積 所 を 設 置 す る よ う 努 め る

こ と 。  

８  環 境 配 慮

の 措 置  

環 境 配 慮 の 措 置 （ １ の 部 、 ４ の

部 及 び ９ の 部 に 掲 げ る 事 項 を 除

く 。 ） に つ い て 、 規 則 で 定 め る 基

準 に よ り 、 必 要 な 措 置 を 講 ず る よ

う 努 め る こ と 。  

９  公 害 の 防

止 の 措 置  

開 発 事 業 に 関 す る 工 事 に 起 因 す

る 公 害 を 防 止 す る た め 、 市 長 と 協

議 の う え 、 必 要 な 措 置 を 講 ず る こ

と 。  

10  周 辺 環 境

の 保 護 の

措 置  

(１ ) 道 路 に お け る 違 法 な 停 車 及

び 駐 車 を 防 止 す る た め 、 規 則 で

定 め る 基 準 に よ り 、 一 時 駐 車 ス

ペ ー ス を 設 置 す る よ う 努 め る こ

と 。  

(２ ) 開 発 区 域 に 隣 接 し て 居 住 す

る 者 の プ ラ イ バ シ ー を 保 護 す る

た め に 必 要 な 措 置 を 講 ず る よ う

努 め る こ と 。  

11  福 祉 環 境

の 整 備  

(１ ) 市 長 が 別 に 定 め る 基 準 に よ

り 、 福 祉 環 境 の 整 備 に 努 め る こ

と 。  

(２ ) 開 発 区 域 の 地 域 に お け る 地

域 福 祉 活 動 へ の 参 加 が 可 能 と な

る よ う 市 長 と 協 議 の う え 、 必 要

な 措 置 を 講 ず る よ う 努 め る こ

と 。  

12  テ レ ビ 電 高 さ が 10メ ー ト ル を 超 え る 建 築
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波 障 害  物 の 建 築 又 は 増 築 を 行 う 場 合 は 、

当 該 建 築 物 に よ る テ レ ビ ジ ョ ン 放

送 の 電 波 障 害 の 予 測 調 査 を 行 い 、

電 波 障 害 を 排 除 す る た め に 必 要 な

措 置 を 講 ず る こ と 。  

13 景 観 配 慮  (１ ) 景 観 ガ イ ド ラ イ ン で 定 め る

基 準 に よ り 、 景 観 配 慮 に 努 め る

こ と 。  

(2)  地 区 ま ち づ く り 景 観 誘 導 基

準 に よ り 、 景 観 配 慮 に 努 め る こ

と （ 当 該 地 区 ま ち づ く り 景 観 誘

導 基 準 に 係 る 地 区 の 区 域 内 に 限

る 。 ） 。  

備 考  

１  開 発 行 為 に つ い て は 、 １ の 部 、 ５ の 部 、 ６ の 部 、

７ の 部 、10の 部 (１ )の 項 、11の 部 及 び 12の 部 の 規 定

は 、 適 用 し な い 。  

２  一 戸 建 て の 住 宅 の 建 築 を 目 的 と す る 開 発 事 業 又

は 増 築（ 増 築 に 係 る 部 分 の 床 面 積 の 合 計 が 、増 築 前

の 建 築 物 の 延 べ 面 積 を 超 え な い も の に 限 る 。）を 目

的 と す る 開 発 事 業 に つ い て は 、５ の 部 、７ の 部 、10

の 部 (1)の 項 及 び 11の 部 の 規 定 は 、 適 用 し な い 。  

３  自 動 車 駐 車 場 （ 面 積 が 500平 方 メ ー ト ル 以 上 の も

の に 限 る 。）の 建 築 若 し く は 設 置 又 は 増 築 若 し く は

増 設 を 目 的 と す る 開 発 事 業 に つ い て は 、５ の 部 及 び

10の 部 (１ )の 項 の 規 定 は 、 適 用 し な い 。  

 

別 表 第 ３（ 第 53条 関係 ）  

特 定 集 合住 宅等 の 基準  

種 別  基 準  

１  居 住 水 準  一 の 人 の 居 住 の 用 に 供 す る 独 立

部 分 の 床 面 積 は 、 25平 方 メ ー ト ル

以 上 と す る こ と 。  

２  管 理  規 則 で 定 め る 基 準 に よ り 、管 理

す る こ と 。  

３  建 築 物 の

用 途 の 適

正 化  

商 業 地 域 又 は 近 隣 商 業 地 域 に お

い て は 、 地 域 の 活 性 化 に 寄 与 す る

た め 、 当 該 建 築 物 の 低 層 階 に 商 業

施 設 、 業 務 施 設 等 を 配 置 す る よ う

努 め る こ と 。  

備 考  特 定 集 合 住 宅 等 の う ち 、老 人 ホ ー ム 等 又 は 寄 宿 舎

の 建 築 又 は 増 築 を 目 的 と す る 開 発 事 業 に つ い て は 、１

の 項 の 規 定 は 、 適 用 し な い 。  

 

別 表 第 ４（ 第 54条 関係 ）  

墓 地 の 基準  

種 別  基 準  

１  自 動 車 駐

車 場  

開 発 区 域 内 に 、 墳 墓 の 区 画 数 の

100分 の ５ に 相 当 す る 数 以 上 の 数

の 自 動 車 を 駐 車 す る た め の 部 分

を 有 す る 自 動 車 駐 車 場 を 設 け る

こ と 。  

２  周 辺 環 境 開 発 区 域 の 境 界 線 に 沿 っ て 幅

の 保 護 の

措 置  

員 １ メ ー ト ル 以 上 の 緩 衝 緑 地 を

設 け る こ と 。  

 

別 表 第 ５ （ 第 55条 の４ 関 係 ）  

特 定 事 業 に お け る 景観 配 慮 の 基 準  

種 別  基 準  

景 観 配 慮  (1)  景 観 ガ イ ド ラ イ ン で 定 め る

基 準 に よ り 、 景 観 配 慮 に 努 め る

こ と 。  

(2)  地 区 ま ち づ く り 景 観 誘 導 基

準 に よ り 、 景 観 配 慮 に 努 め る こ

と （ 当 該 地 区 ま ち づ く り 景 観 誘

導 基 準 に 係 る 地 区 の 区 域 内 に 限

る 。 ） 。  

 



 
 

 


